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Ⅰ.研究の背景と目的

人間社会の基本活動である ｢生産｣と ｢消費｣は相互に強く結びつきつつ文明の発展 ととも

に､その量的 ･質的な向上により､人間社会の豊かな生活環境を創造 してきた｡

しか しながら､｢消費｣の結果生 じる ｢廃棄｣とい うプロセスはこうした生産 ･消費活動の高

度化に対応 して進歩せず､文明化以前の方式 (埋める､燃やす等)から大きな発展が見られて

いないとい うのが実状である｡近年はこうした廃棄物の加速度的な増大が地球環境に大きな影

響を及ぼし､人間社会の豊かな生活環境の維持 ･向上に対する大きな障害となりつつある｡

近年人類存亡の危機 として国際社会に突きつけられている CO2排出/地球温暖化問題は地球

環境を犠牲にした ｢生産｣､｢消費｣そして ｢廃棄｣活動によりその消費文明社会を拡大 してき

た人類社会に対 して地球環境が反旗を翻 したとみることができる｡

人類が ｢生産｣と ｢消費｣ とい う経済活動に基づいて将来に渡る持続的な発展を望むのであ

るならば､それにつながる ｢廃棄｣も同等の経済活動 として3者をリンクさせ､これ ら一連の

活動を地球環境に負荷をかけない ｢閉じた｣サイクルとして完結させることが､地球環境 と ｢講

和｣するための大きな条件 となる｡

ここでは､日本をはじめとする先進工業国にとって今や大きな社会問題 となってきた廃棄物

処理問題を文明社会と地球環境の抗争の一つ ととらえ､その解決のために両者がいかに調和 し

て文明社会がその持続的成長を図るべきかという見地から､廃棄物のリサイクルによる ｢循環

型社会｣確立のための施策について､その調査報告ならびに提言を行 う｡

Ⅱ.廃棄物問題

1.廃棄物とは

まず ｢廃棄物｣とい うことばの意味､定義について調べてみると､｢廃棄物の処理及び清

掃に関する法律｣(昭和45年公布)では以下の通 り定義されている｡

rこの彦#においT 傾勤 /tば､ごみ､猷 ごみ,腰えがら､好でい､ふん虜,腰 ､

虜アル/カy､身身の屠蘇その癖の漸 ば不要衛 であっT､鰍 脚 LZ)邑LZ)(MM

鰍 びこれによってフ誓碧さIL,PL-%を顔 <o)をいうoJ(同法第二条)

当法律は ｢廃棄物｣の ｢処理｣に関する規制を目的 とした法律であるため､廃棄物の定義

は自ず と上記のようになったと思われるが､廃棄物の ｢再生｣あるいは ｢再利用｣とい うこ

とを念頭においてみると､その定義も違った形になると考えられる｡

たとえば､我が国のリサイクル活動推進母体である (財)クリーンジャパンセンター (C

JC)では ｢磨蒼顔tii､そのFf有者zij廉 夢を望んでいa不要働 ｣と定義 してお り､｢再生資

源の利用の促進に関する法律｣(平成 3年)(通称 リサイクル法)では､

｢この度伊/=おいT /~淳二全jTmJi/J､丁度超二屠きれ､者 L,<if超二屠きれず/=収穿 きjl,､

君L,{ば廉穿きfz,た@/7P/,Jf/ま鮎 の発音､mZ､彦者君L,(臓 エネル′ギーの免紛若

L,<ば_士欄 に膠すaZ事■/=伴い6-/JKjW/=得られ71-%題のうち肴二屠/T邑のであっT､腰一

柳 tLT舟屠すaこtができaあのノアばその硝 煙.があai)の 修 好燈鰍 びこれ

/こよっT搾鼻 きjz,71-%を虜 {o)をい2-0｣(同法第二条)

とい う形で ｢廃棄物｣を ｢再生資源｣と置き換えて､その有効利用をめざしている｡
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2.廃棄物問題とは

生産 と消費は経済活動の重要な要素であり通常は両者の量､速度には経済理論 (需要と供

給の関係)が作用し自然とバランスする｡しかし廃棄物処理はこの経済理論があまり働かな

い活動であるために､消費活動に伴って発生する廃棄物の量､発生速度はそれに対する処理

量､処理速度とは自立的なバランスを期待できない要素であるといえる｡

廃棄物問題の元凶として ｢大量生産｣､｢大量消費｣､｢大量廃棄｣という言葉がよく使われ

るが､｢大量消費｣に対応 した廃棄物の ｢大量処理｣のメカニズムが確立出来ないことが廃

棄物問題となって現れてきたといえる｡

なぜ ｢大量処理｣メカニズムが確立できなかったかということを考えてみると､単に経済

理論が作用しない活動であるとい うこと以外に､従来の廃棄物処理はその大部分を ｢焼却｣

あるいは ｢埋立｣というプロセスに頼っており､いずれも環境破壊 という問題からその能力

増強をはかることが出来なくなってきたということが最大の理由である｡

3.廃棄物問題の対策

廃棄物の発生量､発生速度がその処理能力を上回ることが廃棄物問題であるなら､その対

策は(∋廃棄物の発生を減らす､あるいは(塾廃棄物の処理能力を高める､ことがその解決の手

段であるといえる｡

(丑についてはゴミの減量化とい う方向に社会全体で努力すべき面はあるものの､これだけ

で廃棄物問題に対応するとなると､消費減少-生活水準低下-経済活動縮小というルー トを

たどり､文明社会の持続的な発展を止めるということなる｡

(卦の廃棄物処理能力の向上は､上述の様に現状の処理プロセス (｢焼却｣あるいは ｢埋立｣)

については困難であり､これに変わる新たなプロセスが必要とされる｡

リサイクリング､すなわち廃棄物を再び有用物として利用するプロセスは廃棄物処理能力

を向上させる有力な処理プロセスであり､これを広範囲に利用することは廃棄物問題の解決

の大きな手段となりうるが､それを実現するためには以下に述べるような種々の解決すべき

問題がある｡

4. リサイクリング

リサイクリングとは上述の通り ｢廃棄物｣を ｢有用物｣として再生させる処理であり､鉄

やアル ミ等の金属､ガラス､製紙といった素材産業では廃棄物から回収された再生原料 (ス

クラップ､カレット､古紙)が使われている｡ただこうした再生原料は回収ルー ト､方法等

により不純物の混入による品質のばらつきが大きく､使用者側にとってその使用量 (比率)

向上に対する障害となっている｡又その市況 (買い取り価格)の変動が大きく､回収/処理

コス ト以下になる時期には回収が進まず､リサイクリングが滞るという問題もある｡

経済的に見た場合､廃棄物からの選別､収集､運搬等のコス トを考慮すると､再生原料は

鉄鉱石や珪石､アルミナといった天然原料と比べてコス ト競争力が劣るものが多い｡現状の

回収/運搬は大部分が公共あるいはボランティア的な事業によるためこうしたコス トが表面

に出ないが故にリサイクリングが進んでいるといえるが､今後 リサイクリングを独立した産
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業として育成するためには､こうしたコス ト競争力を高めるための技術開発あるいは制度の

改革が求められる｡

今後回収技術､再生技術の進歩に伴いリサイクル対象廃棄物の増加ならびにそのリサイク

ル形態の多様化が考えられるが､経済活動としてリサイクリングが円滑に行われるためには

以下の様な体制を社会全体として確立しておく必要がある｡

a)リサイクル可能な製品や物質の明確化

b)リサイクル材回収ルー トの確立 (回収責任､費用負担の明確化)

C)廃棄物排出時におけるリサイクル可能材の分別システムの確立

d)再生原料の市場の確立 (安定した市況)

5.LCA

廃棄物問題は地球環境問題 と一体であり､リサイクリングによる環境負荷の増減を客観

的 ･定量的に評価することは､今後のリサイクリング政策を運用する上で不可欠なことであ

るといえる｡

この手法として注目されているのがLCA (LifeCycleAssessment)である｡LCAは製品

やサービスがその原材料の採取から製品の製造 ･運搬 ･使用 ･再利用 (リサイクル)･廃棄

などのライフサイクル全体を通して環境に与える影響を客観的に分析 ･評価する手段であり､

簡単にいえば ｢環境-のやさしさを計るものさし｣である｡この LCA研究を進めることに

よって環境負荷に対して科学的な価値判断を基準とする標準の確立や環境負荷データの蓄積

が進み､さらには産業界や学会での各種環境情報の交換 ･公開のツーールとしての利用が広ま

ることが期待される｡また LCA が実際の製品に適用されることにより､生産 (サービス)

者側にとってみれば提供する商品の環境負荷についての定量的基準が確立され､新商品開

発 ･既存商品改良の指針としてばかりでなく､消費者に対するPRデータとしても活用出来

る0-万消費者にとってみれば商品選択の際の重要な要因として活用でき､環境基準の消費

活動の重要な指針となる｡

LCA は単純な製品から複雑なシステムまで､目的に応 じて自由に対象を設定できるのが

特徴であり､その用途はそれを利用する側の立場や目的によって様々なものが考えられる｡

注意すべき点は対象となる製品 ･サービスのもつ様々な側面のうち ｢環境｣に関する側面の

みがLCA評価の対象となるということである｡

LCAの考え方は 1969年に米国のコカコーラ社がそのリターナブル瓶を対象としておこな

ったのが始まりといわれている｡その後 1970-90年代にかけて米国､欧州を中心として大

きく進展 した｡

その基本的手順は以下の4つの基本的ステップから成っている｡

1)アセスメン ト (評価)の目的と範囲の設定

2)製品のライフサイクルの各段階における資源 ･環境収支の分析 (インベントリ分析)

3)インベントリ分析の結果を環境負荷として定量的 ･総合的評価 (インパクト評価)

4)インパクト評価の解釈を行い､結果のまとめ
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LCAは国際標準化機構 (ISO)において環境マネジメント規格の一つとして､1993年より

その標準化が進められ､一般原則 (14040)は 97年に発行され､これに続く各種分析 ･評

価手法 (14041-14043)について現在標準化が進められている｡ 日本では通産省主導のも

とで産官学のメンバーによる検討会 (LCA日本フォーラム)が 1995年に発足し､データベ

ースの構築や評価手法に関する研究が進められている｡最近ではグリーン購入ネットワーク

や ｢エコマーク｣推進母体の日本環境協会､民間企業による研究も急速に拡大しているo

LCAの本格的な適用はまだこれからであり､現状では解決すべき多くの問題 ･課題をか

かえているが､個々のリサイクリングにこれを適用することにより､当該リサイクリングの

地球環境に対する影響を定量的 ･客観的に評価することができ､その推進の可否に関する重

要な判断基準とすることができると期待される｡

6. リサイクリングと地球環境

-股的な考えとして ｢リサイクリングによるエネルギー消費｣が地球環境に及ぼすマイナ

ス効果は否定できない｡

例えばリサイクルされたアルミ材はボーキサイ トから精錬するのに比べて最大97%もの

エネルギー (大部分は電力)を節約できるというが､その主要なリサイクル源である廃棄ア

ルミ缶の収集､運搬等に要するエネルギーを考慮すると､それほどの節約にはならないとい

う見方もあるし､牛乳パックから紙材料-のリサイクルにしても収集から製品化までの ト←

タルのエネルギーを算定すると､パルプ材から高効率の製紙プラン トによって生産された紙

の方が､エネルギー消費は少ないという調査結果もある｡こうしたエネルギー消費 (トータ

ルでの)のメリットが少ないにもかかわらず､現実にはアルミや紙のリサイクルが進んでい

るのは､前文で述べたが､リサイクル原料 (缶や牛乳パック)の収集､選別､輸送等に要す

るコス トがこれらを利用する企業には実際上かからないために､リサイクル材が天然素材に

対してコス ト競争力がある､という単純な経済法則によるものであるといえる｡

しかしながら別の見方をすれば､リサイクリングによってアル ミの場合ば天然ボーキサイ

トの採掘､紙の場合は森林の伐採が抑制され､限りある天然資源 (一次資源)の消費の抑制

を通じて地球環境保護に貢献するということがいえる｡

有史以来自然界からの資源採取を続けてきた我々人類にとって ｢廃棄物｣とは今や文明社

会に眠る新たな資源であり､それを利用することは ｢持続可能な成長｣という命題に対する

ひとつの有効な回答であるといえる｡
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Ⅲ.循環型経済

1.循環型経済とは

前章で述べたリサイクリングをうまく組み入れた経済システムがこの ｢循環型経済｣で

ある｡商品が消費者の手に届くまでの物質の流れを金属資源に例にとって見てみると次の

ような流れで表される｡

図 3.1.1社会における物質フロー

資源の探査から始まって､発見した鉱脈を開発し､含有鉱石を取りだし (選鉱)､精錬

することによって原料となり､製造して製品となり､それを消費者が購入し､やがて廃棄

される｡これらの一連の流れは従来､廃棄で物質の生涯は終わっていた｡ しかし､資源枯

渇､省エネルギーの問題､そして増大する廃棄物問題に対処しなければならない現在､も

う一つ新しい部門 (つまりリサイクリング)を設けて､再び物質を有効に活用しようとい

う考え方が ｢循環型経済｣であり､これをベースとした社会が ｢循環型社会｣である｡

すなわち経済社会システムにおいて従来の資源採掘-製品生産-消費に至る産業を ｢動

脈産業｣と呼ぶと､消費 (あるいは生産)によって生じた廃棄物を原材料として生産部門

に再び戻す産業は ｢静脈産業｣と呼ばれるべき産業である｡

｢循環型経済｣はこの ｢静脈産業｣による廃棄物の再資源化 (リサイクリング:Recycling)

と共に廃棄物の排出抑制 (リデュース :Reduce)と廃棄物の再利用 (リユース :Reuse)

の3Rによって構成される｡

Reduceは生産プロセスの改善や製品の長寿命化 ･アップグレー ドの容易化等により､

Reuseは廃棄製品の部品の再利用､容器類の再利用 (リターナブル化)等によって､いず

れも排出される廃棄物の量を減 らす効果がある｡Recyclingだけでは将来的に ｢静脈産業｣

におけるエネルギー使用 (=CO2発生)に伴 う環境負荷の増大が深刻化し ｢循環型経済｣

が成り立たなくなる恐れがあり､ReduceとReuseをあわせて推進する事が是非とも必要

である｡
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2.ドイツにおける循環型社会創設の動き

こうした新社会創設にいち早く動き出したのが ドイツである｡同国では 1996年 10月

にKreislau鮎irtschaftS-undAbfallgesetz(KrW-/AbfG)(循環型経済及び廃棄物法)が施

行された｡

まず､この法の第 1章には､"この法は､天然資源保護のため循環型経済を促進し､環境

を配慮した廃棄物の削減を保証することを目的とする｡"とあり､省資源､省エネルギーそ

して環境調和までも包括 した法であるのが特徴であり､従来からある廃棄物関連の日本の

法と比べると､かなり大規模にそして国を挙げての行動であることがわかる｡

廃棄物の処分法について､"廃棄物は物質的及びエネルギー回収を目的として利用されな

ければならない"とされており､廃棄物を削減するだけでなく､それでも発生してしまう

廃棄物をとにかくできるだけ利用することが規定されている｡

また新 しい考え方として､"廃棄物を生み出す者及び所持する者は再利用する義務があり､

廃棄物の削減より廃棄物の利用が優先される｡"という規定があり､廃棄物を減らすより再

利用､つまりリサイクリングを優先的に行 うということが規定されている｡

この法律のキーワー ドというべき3つの言葉を以下にあげる｡

(1)廃棄物とは

"廃棄物とは､その所有者がそれを手放す､手放したい若しくは手放さなければな

らない全ての流通物である｡"っまり､社会にある全ての財を対象に､その所有者

が無用となった財を廃棄するときに発生する物､そしていらないから捨てたいと

思う物､環境や健康に悪影響があるから廃棄しなければならない物を廃棄物と定

義 している｡

(2)廃棄物の削減

"再利用できないような廃棄物は､永続的に循環型社会から排除し､公共の福祉を

確保するため削減しなくてはならない｡"っまり､製品が廃棄物となった時､それ

が再利用できなければ製品として循環社会に乗れないということである｡

(3)廃棄物の利用

本 法律 では廃 棄物 の利 用形態 と して､エ ネル ギー利 用(Energetische

Verwertung)と物質利用(StomischeVerwertung)の2つに分類 している｡

エネルギー利用の規定には"廃棄物を代替燃料として投入することも含む｡"と

あるが､これは ドイツ国内のゴミ処理は現在 73%が埋め立てであり､これを減

らそうという意図もあると思われるが､単なる減量化のためだけの ｢単純焼却｣

(ェネルギー回収しない焼却)は認めないということが基本である｡

また物質利用とは､"廃棄物から得た物質を原料の代替として使用すること若し

くは廃棄物の物質特性を利用することを含む｡"と規定されてお り､再生資源 とし

て廃棄物を利用するということである｡例えばゴミに金属が含まれている場合､

燃やさないで金属を得ること､有機物が含まれている場合､堆肥化 (コンポス ト

化)して土として利用することなどが具体的にあげられる｡
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このように､この法律には廃棄物を燃やしてエネルギーを利用するのか､物質として利

用するのかという選択があることが重要なポイントである｡

単純に考えると､｢廃棄物の燃焼は物質を燃やしてしまうのであるから利用ではない｡

削減である｡｣といえるが､廃棄物を燃焼させて得られる熱以外に､燃焼後の灰から金属

を得られれば"物質利用"(熱利用ではない)ともいえるし､乾留によって合成ガスを得

てそのガスを利用すれば､やはり"ガス"という物質を廃棄物から得ていることになるの

で物質利用という範境にも入るという見方もできる｡いずれにしても一般的には "燃や

す"という処理が最も低コス トな方法であるので､焼却が廃棄物の削減ではなく利用とい

う解釈であれば､大部分の処理は焼却という方向に向かう恐れがあり､この解釈を明確に

する必要がある｡

ドイツではVerordnungueberdieVermeidungvonVerpackungsabfaellen (包装廃棄物

回避に関する政令)という容器 ･包装材 リサイクリング促進法が 1991年6月に施行され

ているが､これの運用に関する連邦政府の解釈では､廃棄物を焼却 して熱源として利用す

ることは ｢廃棄物の利用｣ではなく ｢廃棄物の削減｣に該当するということであり､個々

の廃棄物の種類毎にこうした解釈を規定していると考えられる｡

このようにドイツは､廃棄物問題の解決について試行錯誤しつつ循環型社会の確立を目

指しており､日本が学ぶべき点が多いと思われる｡

3.米国の動き

米国では廃棄物処理に関する規制は主に州政府によっておこなわれており､州によって

規制方針､内容は大きく異なる｡

例えば､飲料容器-のデポジット制の義務付けは現在 10余りの州で行われている｡先

べんをつけたのは､オレゴン州であり､今から 26年前の 1972年に州法が制定されてい

る｡連邦政府による規制の代表的なものとして有害 ･危険物質の不法投棄に対する責任を

明確化するために 1980年に制定された ｢スーパーファンド法｣がある｡これには不法投

棄に対する対する政府による迅速かつ責任ある対応及び厳 しい責任追及が規定されており､

日本の産廃不法投棄に対する法的規制にも参考となるところが多いと思われる｡

米国では廃棄物の収集 ･処理 ･リサイクルは民間処理業者が自治体と契約しておこなう

方式になっており､WasteManagementIn°.(年間売上高 130億 ドル､従業員 7万人)や

Browning-FerrisIndustrieslnc.(BFI杜 :年間売上高 50億 ドル､従業員 2.5万人)と

いった巨大廃棄物処理会社が出現しており､これらの企業が今後の環境産業拡大の推進力

となると考えられる｡新しい公共施設や住宅地域の開発に際しては､これらの廃棄物処理

会社が事前にコンサルタントをおこない､運用開始後の廃棄物の処理 ･リサイクルがスム

ーズに進むように計画するところが最近増えてきているo

その一例としてミネソタ州のミネアポリス市の郊外に 1992年にオープンした全米最大

のショッピングモールであるモールオブアメリカ(MallofAmerica)をあげることができる｡

このモールはシアーズ､ブルーミングデールなど米国の トップクラスのデパー ト4店と､

400の専門店により構成され､約 1万人の従業員と､1日平均約 11万人の来客数を誇

る｡総工費 6億 2500万 ドル(約 720億円)のうち3分の 2は周辺環境対策費にあてられて
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おり､徹底的な環境対策を講じた巨大ショッピングモールである｡計画段階から前記のBFI

社がメンバーに入 り､廃棄物処理とリサイクルのシステム作りに本格的に取り組んできた｡

地下には大型 トラックが通行可能な巨大な配送経路が張り巡らされており､これが同時に

リサイクルのための流通経路に使用されている｡月間800トンのごみが排出されるが､そ

の内訳は食品廃棄物 (残飯)が 50%､紙類が 15%､ そして瓶 ･缶 ･プラスチック類が35%

となっており､全体の 54%がリサイクルされている｡ レス トランやファース トフー ドか

ら出る残飯はフォツグプログラム肝ogProgram)という養豚場での飼料としてリサイクル

されている｡

このように米国では民間主体で廃棄物処理 ･リサイクルシステムの構築が進んでいる｡

営利企業による事業推進は収益 ･採算重視とい う方向に偏り､環境保護がなおざりにされ

る恐れがあるが､環境保護に関する政府の規制や監視システムが確実に機能すれば､環境

ビジネス推進の面では効率的なプロセスであるといえる｡

4.日本の動き

(1)政府によるリサイクル体制整備

日本ではⅡ.1節で述べた ｢再生資源の利用促進に関する法律｣(通称リサイクル法､1991

年施行)ならびに容器包装リサイクル方法 (97年 4月施行)､家電リサイクル法 (2001

年4月施行)､さらには制定が予定されている ｢循環社会基本法 (仮称)｣(2000年法案提

出)､等に循環経済確立のための法体系整備が進められている｡

上記リサイクル法ではメーカーに対して､その製品がリサイクリングしやすい設計 ･製

造を義務付けており､その指定品目 (第一種指定製品)として自動車､テレビ､冷蔵庫､

洗濯機､エアコン､二次 (充電式)電池が指定されているが､今後パソコン等も追加され

る予定である｡又リサイクルに加えて Reduce(発生抑制)と Reuse(再使用)の促進も

本法に新たに盛 り込み､循環型経済システムの柱とする方針が明らかにされている｡これ

はリサイクルでは一般的にエネルギー消費が大きいため､今後の量的な拡大には限度があ

ると判断し､製品の省資源化とその補修や改造 (アップグレー ド)による長寿命化によっ

て資源利用率を高める "Reduce"と､使用済み製品を回収しその製品あるいは部品の再

使用を図る "Reuse"を組み合わせて循環経路を太くした経済システムの構築を目指そう

というものである｡ (Ⅲ.1参照)

ただこうした製品の使用期間の延長や中古品の利用は経済成長にマイナスに作用する恐

れがあるため､技術開発や需要の拡大､新産業創出といった政策をあわせて進めるという

ことである｡

家電リサイクルに関しては､厚生省がメーカーに対して義務づけるリサイクル率を最近

決定したが､エアコン (60%)､テレビ (55%)､冷蔵庫 ･洗濯機 (50%)という数字は現

状のメーカーのリサイクル体制ではかなり厳 しく､又処理費用は消費者負担として販売価

格に上乗せする事になっているため､これが消費不況を招き国民経済にとってマイナス要

因となる恐れもある｡

ゴミ処理に関しては､厚生省が自治体 (都道府県)に対して､広域化処理の推進を求め
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ているが､自治体にとっては財政難や立地難から､容易ではないという状況であり､広域

化に対する論議をさらに深める必要があるが､ダイオキシン問題に関して政府の対策基本

指針 (4年以内に9割削減)が決定しており､対応を急ぐ必要がある｡

廃棄物処理に関しては､今後とも政府､各省庁より次々と新政策が打ち出されると考え

られ､それによって新 しい廃棄物ビジネスが生まれてくることが期待される｡

(2)エコ･ハーモニー構想

(社)経済団体連合会 (経団連)では ｢わが国産業の競争力強化にむけた第二次提言｣を

本年 (1999年)7月に総理大臣あてに答申したが､そのなかの ｢産学官共同プロジェク

ト｣構想の一つとして ｢エコ･ハーモニー構想 (仮称)｣が提案されている｡

これは ｢経済と環境を両立させる社会の実現｣をめざして推進すべき施策として ｢資源

循環型社会｣の推進をあげ､大量廃棄型社会から循環型社会-の転換を進めるべきと提言

している｡そのための課題として以下の4つをあげているC

(丑 製品ライフサイク/レ全体にわたる廃棄物､有害物質の最小化

製品の製造にあたっては､そのライフサイクルを通 じて環境負荷低減を図るとい

う視点に立ち､廃棄物の発生抑制 ･再利用や リサイクルの促進､処理の容易性等を

念頭に置いた製品開発 ･技術開発を行 う｡政府にはこうしたインバースマニプアク

チャリング関連技術の開発や設備整備に対するインセンティブ措置を講ずることが

求められるo

(∋ 使用済み製品の回収 ･リサイクルの促進とそのための環境整備

リサイクル製品の用途拡大を目指した技術 (ガラスカレットの軽量骨材化技術等)

や素材毎に廃棄物を自動識別 ･分別するための技術開発を行 う｡また製造工程から

出される産業廃棄物減量化のため､工程の改善 (工程内での再利用)や異業種連携

による副産物の原料化 (鉄鋼スラグの土木 ･建設分野での利用等)を目指 した技術

開発を進める｡政府にはリサイクル市場を拡充するための､ハー ド･ソフ ト両面の

整備､例えば廃棄物処理業の認可規制の緩和､ス トックヤー ド､情報ネットワーク､

物流 ･輸送施設の整備等が求められる｡

③ 廃棄物処理施設の整備

環境負荷が低く､しかも効率的な廃棄物処理施設の整備に向けて､再資源化技術

の向上､エネルギー高効率回収技術の開発が必要である｡こうした技術を生かすた

めに､一般廃棄物 (自治体による処理)と産業廃棄物 (排出者､処理業者による処

理)の区分を転換 し､混合処理を認める方向が望ましい｡また PFI手法等を活用 し

て官民が協力 して､計画的に先駆的廃棄物リサイクル処理施設 (ガス化溶融高効率

廃棄物発電システム､ごみ固形燃料化 (RDF:RefusalDerivedFuel)施設等)の

整備を図ることが必要である｡

④ 化学物質の自主管理の推進

化学物質についても循環を念頭に置き､全ライフサイクルを通じて自主的な管理

を進める必要がある｡そのため､バイオ活用型素材､環境調和型プロセス技術の開
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発 ･活用を進めるとともにバイオレメディェ-ション (Bioremediation:微生物によ

る環境浄化技術)､化学物質の測定 ･管理技術等の開発を進める必要がある｡

また民間ではPRTR法 (PollutantReleaseandTransferRegister:汚染物質の排

出 ･移動登録)の実施に先駆けた自主的調査､化学物質の自主管理を進めているが､

政府においては､化学物質の安全性基準等の明確化および測定方法の確率と､リス

ク評価の充実､有害性データの整備等が求められる｡

(3)地方自治体の動き-エコタウン事業-

エコタウン事業は通産省が厚生省と協調 して平成 9年度から創設 した ｢ゼロ･エミッシ

ョン構想｣実現のための補助事業である｡｢ゼロ ･エミッション構想｣とは､ある産業か

ら出るすべての廃棄物を新たに他の産業の原料として活用 し､最終的にあらゆる廃棄物を

ゼロにして新 しい資源循環型社会の形成をめざす構想である｡

エコタウン事業は､この ｢ゼロ ･エミッション構想｣を地域における資源循環型社会形

成のための基本構想として位置づけ､あわせて地域の産業集積等を活かした産業政策の振

興を通 じた地域活性化､及び地域の独自性を踏まえた廃棄物の発生抑制ならびにリサイク

ルの推進を図ることにより先進的な環境調和型街づくりを行おうとするものである｡

補助の対象としてはリサイクル関係設備の整備 (ハー ド補助)以外に､FSや PR､講

習会といったソフト関係も対象となるのが特徴である｡(補助率はいずれも50%)

この事業をおこなうためには都道府県 (または政令指定都市)が (市町村との連携も可)

｢ェコタウンプラン｣を作り､｢ゼロエミッション構想｣対象地域を設定して承認を受け

る必要がある｡以下に97,98年度に承認された地域と事業概要を紹介する｡

a)岐阜県 (可児市地区)-平成 9年 7月承認

岐阜県 ｢地球環境村｣構想を策定｡

ペットボ トル､廃タイヤ ･ゴムくず等のリサイクル関係施設建設し､これを中核と

してリサイクルならびに地球環境問題に関する研究 ･教育を行 う施設を整備 し､周辺

には健康 ･福祉 ･医療 ･スポーツ等の各種施設を配備することにより良好な生活環境

を保ち､自然環境の保全を図るC,

b)北九州市 (響灘地区)一平成 9年 7月承認

前年度に策定した ｢響灘開発機本計画｣を踏まえ､臨海埋め立て地にペットボ トル

リサイクル､廃家電 ･廃自動車リサイクル事業をはじめとした総合的な処理システム､

広域収集システムを構築 し､環境産業を先端技術駆使により新 しい素材産業 として発

展させることを目指す｡民間企業､大学を含めた組織で運営する｡

C)川崎市 (臨海地区)-平成 9年 7月承認

川崎市臨海部の空洞化対策と中小企業のゼロエミッション化の推進を目的として ｢ゼ

ロ ･エミッション工業団地｣を設置｡廃プラスチックリサイクル (高炉還元剤 として

利用)設備を中核 として､既存の廃棄物 ･リサイクル関連施設の機能的 ･有機的なシ

ステム構築を目指す｡地域住民､関係団体､企業､行政が一体となり､広域なゼロエ
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ミッションを目指 した環境調和型街づくり構想を推進する｡

d)長野県 (飯田市地区)一平成 9年 7月承認

天竜川の治水対策事業によってできた平地をステージに環境調和型の ｢産業｣､｢都

市｣､｢コミュニティ｣をテーマとして ｢天竜峡エコバレープロジェク ト｣を展開する｡

地域内で排出される廃棄物を燃料 として電気 ･熱を供給する ｢エネルギーセンター｣

や リサイクル関連工場の誘致を目的とした ｢ゼロエミッション環境産業団地｣を整備

し､循環型地域の形成と環境産業の創造による新たな地域振興を目指す｡

e)福岡県 (大牟田市地区)-平成 10年 7月承認

前年に閉山した三井三池炭坑を中心 として蓄積された公害防止技術や付近の未利用

地を活用 して､石灰灰の資源化､金属類のリサイクル､農業 ･水産業からの排出物の

リサイクルを目指す リサイクル産業団地を整備するOあわせて大牟田市に建設される

RDF発電所を中心として､環有明海地域における広域連携によりRDF生産のネッ

トワークを形成する｡

D 札幌市-平成 10年 7月承認

公共､民間事業者が一体となってリサイクル関係事業に取 り組むための ｢札幌 リサ

イクル団地｣が造成され､既に廃コンクリー ト再生施設､建設系廃材 リサイクル施設､

生ゴミリサイクル施設などが稼働 してお り､今後ペットボ トル リサイクル施設や廃プ

ラスチック油化施設などのリサイクル関係施設を拡大整備 し､市内に整備されている

廃棄物処理 ･リサイクル関係施設と連携をはかりつつ､環境負荷の低減に努めた都市

づくりを推進する｡

上述の各エコタウン事業では種々のリサイクル関係施設を中核 とするものが多くみられ

るが､次の章では現在あるいは今後のリサイクリング対象の各品目毎にその現状､問題点､

今後の展望について調査検討する｡
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Ⅳ.リサイクリングの現状と将来

1.飲料缶

飲料缶は現在､スチール (秩)とアルミニウムの2種類がある｡一般的に内圧のかかる炭

酸飲料 (ビール､コーラ類)にはアルミ缶が使われ､内圧のかからない飲料 (コーヒー､茶､

ジュース類)にはスチール缶が使用されている｡近年は窒素封入加圧によりコーヒーや茶飲

料でもアルミ缶が使用されるようになったが､日本ではスチール缶が依然大きな割合になっ

ている｡(米国では飲料缶は100%アルミである｡)

以下に我が国における飲料缶の生産量及びリサイクルの推移を示す｡

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1;lg4

ここ:コ スチール缶生産量 - アルミ缶生産量

%

掛

れ
'
L

r-L3
'･

EL
r[

Ⅷ

朗

50

40

30

甜

10

0
西磨

図 4.1.1飲料缶の生産量とリサイクリング率推移

(あき缶処理対策協会､アルミ缶リサイクル協会調査資料)

(注)生産量については､アルミ缶はスチール缶の約 6分の1 (1994年)となっているが､

これは重量での比較であり､個数では両者の比率は 1:2程度である｡理由はアルミの比重

は鉄の 1/3程度であり､缶の個数当たり重量比もこの程度になるためである｡

上図に示したリサイクリング率のカーブは 1995年以降も伸び続けており､1998年 (平成

10年)のリサイクリング率はスチール缶が 82.5%､アルミ缶は 74.4%という値を達成 してお

り､こうした高いリサイクリング率が達成されているのは消費者意識の向上 (あき缶はリサ

イクルすべきものであるという認識が高い)ことと自治体等による回収システムが整いつつ

あることによるといえる｡

但 しこれらの数値はいわゆる回収率であり､回収された缶が同じ飲料缶として再生される

率 (CANTOCAN率)はスチールで 60%､アルミで 80%程度である｡すなわち回収された

缶のうちスチール缶は 40%, アルミ缶は 20%程度が廃棄ないしは低品位の鋼材等になってし

まうということである｡その大きな原因は廃棄あるいは回収 ･運搬時における異物の混入等
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による回収材の品質劣化であり､今後再生率 (CANTOCAN率)を向上させるためには､以

下の様な対応が必要と考えられる｡

①廃棄方法の改善 (消費者)

-あき缶に異物を入れて廃棄しない｡

-アルミとスチールをきちんと分けて廃棄する｡

-収集 ･輸送しやすいように缶を押しつぶして廃棄する｡

②収集 ･輸送体制の改善 (自治体､収集事業者)

-収集ステーションの整備 (収集時に一般ゴミの混入を避ける必要あり)

一輸送用車両の整備 (空き缶は嵩が高く､普通の トラックで運ぶのは効率 ･採算が悪い)

一保管場所の整備

③再生プラントの整備 (再生事業者)

一缶材料再生専用プラントの整備

一異物の効率的な除去システムの開発､整備

一再生コス トの低減化

2.紙

日本の紙の生産量はアメリカに次いで世界第二位､国民一人当たり消費量はアメリカ､ス

エーデンに次いで第三位となっているO又リサイクルの現状は古紙回収率 (消費された紙 ･

板紙の うち回収された割合)及び古紙利用率 (紙の生産量に占める古紙消費の比率)ならび

に使用量の年度別推移は以下のようになっている｡

S:

.,:.

3

%
浄
Ed
世
･蜂
等
国

ノ'
∫ +

1()7t) II)Rl =)輯3 1哨5 1987 1()Ht) ](.JL)1 1t)()3 lt)()5 79～Iつ

-一古紙回収率 古紙利用率

図4.2.1古紙の回収率 ･利用率

(紙 ･パルプ統計年報より)
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図 4.2.2古紙の消費量の推移

(紙パルプ統計年報より)

上記の通 り古紙の回収率 ･利用率 とも近年は50%を上回ってお り､ リサイクリングの状

況は悪 くないといえる｡ しかしながら古紙を使用 している製品は新聞紙､段ボール紙 といっ

た低グレー ドのものが大部分であり､その用途が限られているという問題がある｡

その理由は古紙に含まれるインク類を取 り除くことが技術的あるいはコス ト的にまだ完全

ではなく､高級品に使用できるレベルまで､天然パルプと同等なコス トでは､再生できない

とい うことであり､今後の技術的課題であるといえる｡

更に雑誌類は複数の紙質や接着用の糊が混入 してお り､現状では再生利用に不適 として焼

却 されているものも多い｡ これについては燃料 として利用､すなわちサーマル リサイクルに

利用する方向で取 り組む一方で､出版等関係業界 とも協議 して材料 リサイクルを可能にすべ

く検討されている｡

こうした点も含めて､紙のリサイクリングも前文のアル ミ ･スチールの場合 と同様に､回

収 ･運搬時に出来るだけ異物が混入 しないような体制 ･方法をとることが､今後のリサイク

リングの拡大 ･充実を図る上で重要と考えられる｡

3.家電製品

(a)家電 リサイクル法

特定家庭用機器再商品化法 (通称 ｢家電 リサイクル法｣)は平成 10年 6月 5日に公布 され､

平成 13 (2001)年 4月1日より施行されることになっている｡ この法律で対象 となる

｢特定家庭用機器｣は別途政令によって以下の4機種が規定されている｡

i)ユニット型エアコンディショナー

ii)テレビ受信機 (ブラウン管式)

hi)冷蔵庫

iv)洗濯機

これ らの機器は､消費者が使用を終えて廃棄 したものについて､その製造者が再商品化す
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なわちリサイクリング (但 し焼却による熱回収も認められている)を行 う義務を有すること

となった｡(再商品化の費用は消費者が負担)

各製品のリサイクリング率は当面以下の値 とし､対象となる物質は以下のものとすること

が政府によって決められている｡(厚生省生活環境審議会廃棄物処理部会特定家庭用機器処理

基準等専門委員会報告一平成 11年 4月 20目付)

表 4.3.1リサイクル率 (上記報告書による)

製品名 リサイクル率

エアコン 60%

テレビ (ブラウン管式) 55%

冷蔵庫 50%

洗濯機 50%

ここに示す リサイクル率 とは製品重量に対する､リサイクル物質 (下表)の合計回収重量

の比率である｡

表 4.3.2 リサイクル対象物質 (上記報告書による)

リサイクル対象となる物質

2001年4月から 鉄､アルミ､銅､鉛すず､ガラス

(b)廃家電製品の現状

前文で述べた特定家電用機器 (エアコン､テレビ､冷蔵庫､洗濯機)の一般家庭からの廃

棄量は年間約 60万 トン (平成 10年度)であり､約8割は小売業者､2割は自治体によって

回収されている｡これらの処理は以下のようになっており､おおよそ半分は直接埋め立てら

れ､のこりは一部金属分の回収が行われているものの､ほとんどは廃棄 されているのが現状

である｡

図 4.3.1現状の廃家電品の処理形態 (通産省資料)

(C)処理施設の建設計画

家電 リサイク/レ法が施工される 2001年の廃棄量は台数にして以下の様な数字になると予

想されている｡
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使用済家電製品の排出台数
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図4.3.2使用済家電製品の排出台数

(通産省推計 :H9年度調査)

但 し中古品として再利用あるいは輸出されるケースもかなりあると見られるので､上記の

台数が全てリサイクルルー トにはのらないと見られるが (メーカー推定では廃棄台数の 6割

から多くて8割程度)､いずれにしても年間1千万台以上の処理量となる｡

これに対応 して､現在処理プラン ト (リサイクル施設)の建設が進められているが､2001

年時点で稼働 しているのは10ヶ所程度の見込みである｡

家電メーカーの自社プラント :5- 6ヶ所

自治体 (ェコタウン) :2-3ヶ所

民間処理業者 :2-3ヶ所

しかしこれらの処理施設はほとんどが本州地域であり､北海道､四国地域には現在のとこ

ろ処理施設建設計画は無く (九州は1ヶ所だけ建設予定)､これらの地域での処理をどうする

かが問題となる｡
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図4.3.2廃家電の発生予想量と処理施設計画 (日刊工業新聞資料)
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(a)リサイクルコス ト

家電 リサイクル法では対象廃家電のリサイクリング処理費用は消費者負担とすることが規

定されており､メーカーがこれを製品価格に転嫁 (上乗せ)することが認められてお り､通

産省試算によればこの上乗せ価格は 1台あたり¥3500-¥5000程度となっている｡

しか しながら販売店にとってみれば､厳 しい販売競争の中ではこの上乗せ分をそのまま販

売価格に転嫁するのは困難な場合が多く､法律の主旨である消費者からの必要コス トの徴収

が完全に達成できるかどうか疑問との指摘もある｡又処理責任を負 うメーカーにとって､ リ

サイクルコス トは処理プラン トの稼働率確保 と同時に廃家電から有価物がどのくらい得られ

るかが大きな要素になる｡得 られた有価物､例えば鉄､銅､アルミなどの価格は経済情勢に

よって変動が大きく､最近のように相場が大きく下落 し回収費用を下回るような時期もある｡

又テ レビ回路や内蔵マイコンに多用 されているプリン ト基盤の鉛や冷蔵庫 ･エアコンのフロ

ンガスといった有害物質を安全に回収することも問題となる｡

上述の試算コス トは ｢20-30%程度のコス ト割れ｣とのメーカー側意見もあり､法律施工

前に提示されるであろうメーカー側のコス トが今後の家電 リサイクルの動向を大きく決定付

けると予想される｡

(早他 :韮亙比串雅)
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4.自動車

(a)使用済み自動車

現在､国内で発生する使用済み自動車は年間約 500万台程度にのぼり､資源保護の観点か

らもその再利用は重要な課題となっている｡不法投棄という問題はあるもののその回収率は

概ね 100%で､再資源化率も約 75%に達している｡平成 9年 5月さらなるリサイクリング向

上および適正処理の促進のために ｢使用済み自動車リサイクルイニシアティブ｣が通産省指

針として発表され､リサイクリングのための具体的な数値目標が設定された｡

それに応え､平成 10年 2月に自動車業界団体である (社)日本自動車工業会では ｢自主行

動計画｣を策定し､業界として環境保全に向けて継続的に取り組む姿勢が示された｡

我が国の自動車台数の推移

800 ｢
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表 4.4.1使用済み自動車台数の推移

(自動車工業会資料)

O))リサイクリングの流れ

回収された使用済み自動車は､まず解体事業者により再利用可能な中古部品や素材を回収

したのち､シュレッダー事業者が鉄スクラップその他のリサイクリング可能な金属類を回収

し､最後に残った樹脂､繊維類はシュレッダーダス トとして埋め立て処理されているが､こ

れが重量比で現在25%､すなわち1トンの乗用車 1台当たり250kgの量になっている｡

前記の通産省指針では 2002年以降の新型車のリサイクル可能率を90%以上､リサイク

ル実効率を85% (2015年以降は95%)以上とし､シュレッダーダス トの埋め立て処

分量を96年基準で2002年以降は60%以下､2015年以降は20%以下を目標値と

して提示されている｡ これに対応 して (社)日本自動車工業会では96年度から4カ年計画

で ｢シュレッダーダス トの減容 ･固化技術｣の研究開発に取り組んでおり､シュレッダーダ

ス トからの金属類の回収､樹脂類の再利用､燃料ガスの回収等によって､最終埋め立て量を

容積で 1/5､重量で1/3に減らすことを目指し､98年4月より (財)日本自動車研究

所 (茨城県つくば市)で実証プラン トによる実験が行われている｡
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(C)樹脂類のリサイクリング

使用済み自動車のリサイクリングにおいて､金属類の回収後のリサイクル技術はほぼ確立

されているが､近年その使用量が増加 している樹脂類については前述の通りシュレッダーダ

ス トとして処理されているのが実状である｡又その減量化も前述の通り､油化あるいはガス

化による燃料 としての利用に主眼がおかれている｡この理由は､従来の自動車のバンパーや

内装に使われている樹脂の種類が再利用を考慮せずに選定されたものであり､回収しても廃

棄 しかできなかったためである｡これは後述するプラスチック類のリサイクリングと共通 し

ていえることであるが､プラスチック類の材料リサイクリングを実行するための必要条件は､

① 再利用可能な種類 (化学組成)を生産 ･使用する｡

② 廃棄時には種類毎の分別収集を徹底する｡

の2点があげられる｡

① の条件については､使用目的により再利用可能なプラスチックを代替使用できない部品

や､②についても同様に単一種のプラスチックでは製作できない部品などもあり､今後の新

材料 ･新技術の開発を待つ必要があるものも多いが､各メーカーでは再利用可能な材料を､

使用後に分別回収可能な形態で利用する部品の開発を進めており､これに伴って使用される

プラスチック類の構成は相当変化してきた｡(図 4.4.3参照)

図にあるとおり､近年はポリプロピレンPP)が多用される一方 ABS樹脂やポリカーボネイ

トPC)がほとんど使用されなくなっている｡汎用樹脂である PPはリサイクル性に優れ､10

回程度は物性がほとんど変わらずにリサイクル利用できるといわれてお り､今後もその利用

比率は増大すると思われる｡ポリ塩化ビニルPVC)はリサイクル利用が困難で､焼却すれば

有害ガスを出すという問題からその使用比率は低減 しているが､配線の被覆材やシー ト､ア

ンダーコー ト材等､物性面で他に代替できない部品もあり､完全に無くすことは困発なのが

実状である｡(ABS樹脂 :Acrylonitrile(A)とButadiene(ち)､Styrene(S)の共重合体の熱可塑

性樹脂)

又使用比率が増大しているPPも､これらの車が廃棄されるのはまだ数年先 (2005年以降)

であり､そのときにこれらのプラスチック材料がどのようにリサイクル利用されるかはまだ

はっきりしない面が多い.例えばバンパー材に使用されていた PPが､同じバンパー材 とし

て再利用されるのか､別の低グレー ドの材料となるのか､材料としては再利用できずに燃料

化されてしまうのかは､再利用のためのコス トがどの程度になるかにかかっており､回収 ･

再生のためのコス トをいかに下げるかが､今後の課題である｡

PP

54%

l1998年1

図4.4.3普通乗用車のプラスチック構成割合

(自動車工業会資料)
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(d)タイヤのリサイクリング

タイヤの材料は重量構成比でゴム (天然ゴム及び合成ゴム)50%､カーボンブラック (炭

素)26%､繊維及びスチールコー ド 13%となっており､70%以上が高熱量の燃料として使用

できる｡燃焼は粒子径 3-4mm 程度に常温で粉砕してボイラーに投入する方式がとられてい

るが､最近は液体窒素で冷凍して細かな粉状に粉砕 し､再生ゴム原料として利用する技術も

実用化されている｡

日本における 1996年の廃タイヤ総発生量は､1億 100万本､重量で98万 7,000トンとな

っている｡このうち 90%以上のタイヤがリサイクルされているが､熱エネルギー源として再

利用するサーマル リサイクルが約半分､廃タイヤを原形のまま､および加工して再利用する

マテリアルリサイクルが約 40%となっている｡(図4.4.4参照)

廃タイヤは消費者および事業者 (トラック､バス､タクシー会社など)からタイヤ販売店

または収集運搬業者にて回収され､中間処理業者および大口利用先で再生利用されている｡

廃タイヤのリサイクル推進のためには､回収および処理ルー トの整備が不可欠であり､図

4.4.5のようなルー トで確実な回収が進められている｡

図4.4.4廃タイヤの利用分野別リサイクル状況 (1996年度)

((秩)ブリジス トン資料)

廃タイヤ回収ルート

タイヤ鼠売店
タイヤ最先会社
タイヤや漆工壌
更生タイヤ畿遵工場~ー

トラッ久パス.タクシー

中間処
理
筆
舌

収
集
運
鎗

叢
義

図4.4.5廃タイヤの回収ルー ト
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5.建設廃棄物

(a)建設廃棄物の発生量とその再利用

ビル､住宅等の建築物は今後解体 ･立て替えが増加すると予想され､2010年頃には戦後の

高度成長期 (1960-70年)に建設された建築物の解体がピークになると思われる｡

猛類別排出量 工事区分別排出量 地方ブロック別排出量

図4.5.1建設廃棄物の排出状況 (平成 7年度 :建設省資料)

図に示す通 り 1995年度の建設廃棄物の量は1億 トン近くになっており (但 しこの年は阪

神 ･淡路大震災の復旧工事の分が全体の 20%程度を占めている)､そのリサイクリングの状

況は以下のようになっている｡

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1CO r%)

アスファル ト･
コンクリート牧

コンクリート棟

建設発生木材

埋設混合傑安物

建設汚泥

建設傍受物全体
(以上建設省調べ)

81 億

57

□再刊同 日;.a馴ヒロ処分

図4.5.2建設廃棄物の処理 (平成 7年度 :建設省資料)

上記に対 して建設省による 2000年度のリサイクリング目標 (リサイクルプラン21)で

は以下の様な目標値が設定されている｡

品目 1995年度実績 2000年度目標

コンクリー ト塊 65 90

アスファル ト.コンクリー ト塊 81 90

建設汚泥 13 35

建設混合廃棄物 ll 50

建設発生木材 40 90

図4.5.3建設廃棄物のリサイクリング目標値 (%)
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上記の各品目の具体的なリサイクリング内容について少し考察してみる｡

仲)コンクリー ト塊のリサイクリング

この廃棄物の大部分は解体されたビルや振り返された道路等から発生しているがそのリサ

イクリングは､細かく粉砕 して骨材､すなわち砂利や砂類の代用として再使用するという方

法が大部分である｡ しかしながらこの方法では元々の骨材にモルタル部分が付着したものに

なり､強度等の物性が落ちるため､その利用が限られる (ビル建築用には不適､もっぱら道

路の路盤材 として利用)という問題がある｡骨材 とモルタル部分を化学処理で分離させるこ

とは可能であるが､コス ト面での制約から実用に至っていないのが実状である｡又モルタル

部分を再びセメン ト材 として利用することも実験室レベルでは可能であるが､コス ト的には

とても利用できるレベルではない｡今後のリサイクル率の向上にはこうした技術を採算面で

引き合 うレベルにまで実用化するための機器､プロセスの開発が必要である｡

(C)アスファル ト･コンクリー ト塊のリサイクリング

これは主に舗装道路工事から発生する廃棄物であり､現場で粉砕 してアスファル ト等を添

加 して路盤材として再利用､あるいは粉砕せずに表層のアスファル ト部分だけを再生 して利

用する路上再生と､はがした路盤材を再生プラン トに搬入 して､粉砕 ･品質調整 して路盤材

として再利用するプラン ト再生の2種類の方法がある｡いずれにしても道路工事からの廃棄

物は再び道路用の材料として再利用するというのが現状であり､今後もこの方向でリサイク

ル率の向上が図られると思われる｡

(a)建設混合廃棄物のリサイクリング

これは建設現場から排出されるさまざまな物質が混合された廃棄物で､建設廃棄物のなか

ではもっともリサイクリングが困難なものといえる｡ というのも､それらに混 じる物質は､

土砂類から鉄､アルミ､銅といった金属類､プラスチック､紙から木材類と実に多岐に渡っ

ており､解体建築物によってこれらの量､割合も異なっているため､その分別作業が大変な

ものとなる｡このリサイクリングの向上は､排出段階における分別採取の徹底が重要なキー

となるので､建設 (解体)現場における有効な分別作業プロセスの確立ならびにその徹底が

期待される｡

(e)土のリサイクリング

いわゆる一般的な残土は年間6- 7億 トン (4億立米前後)発生しているが､これは建設

廃棄物には該当しないため大部分は内陸部に廃棄されているのが実状である｡

これに対してセメン ト分を含んだ泥状の建設汚泥は産業廃棄物としての処理が必要である

が､処理 (脱水､有害物質除去)をされた後に上記の一般残土と一緒に廃棄されるものが大

部分であるのが実状である｡砂状に圃化させてコンクリー トの骨材として再利用する技術も

確立されており､コス ト的な問題が改善すれば今後リサイクリング率の向上が期待される｡
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6.食品廃棄物

年間の食品廃棄物量は1900万 トンに上る (96年度厚生省調べ)｡このうち､食品メー

カーが出す食品廃棄物は300万 トンで､リサイクル率は48%と比較的高い｡一方､スー

パーや百貨店､外食産業､ホテルなどが出す生ゴミは600万 トンにもなるが､リサイクル

率は 1%にも満たず､これらのゴミはほとんど100%近く焼却されている｡(農水省調査)

だが､生ゴミなどの食品廃棄物でも､燃やせばダイオキシンが発生することになり､政府

は99年 3月､｢ダイオキシン対策推進基本指針｣を決定し､その中でダイオキシンの排出量

を減らすため､ゴミの再資源化を進める方針を示 している｡

これに対応 して､外食産業やホテル､食品メーカーが出す生ゴミや残飯のリサイクルを進

めるため､農水省は大企業を対象に､出した食品ゴミのうち一定割合以上を肥料や家畜飼料

にするよう義務づける ｢食品廃棄物再商品化法案｣(仮称)を､来年の通常国会に提出し2002

年度の施行を目指す｡

法案によると､食品メーカーやスーパー､百貨店､外食産業､ホテルなどの大企業200

0- 3000社が適用対象になる｡各企業は生ゴミや残飯､売れ残 り､食品廃棄物について､

自社で独自に行うか､他業者に委託するかして収集 し､肥料や飼料に加工し直すことが義務

づけられる｡この経費は企業がすべて負担する｡現段階では､リサイクル率の達成基準を食

品メーカーで50%以上､それ以外のスーパーや外食産業では10-20%程度とする方針

であり､基準に満たない企業には勧告等の行政処置､さらには罰金等の刑事罰も課し､基準

を上回る企業には､補助制度などを適用してリサイクル施設の整備を促進させる｡

食品廃棄物のリサイクルは､これまで補助金や税制優遇措置で企業の自主的な努力を後押

ししてきたが､法律で義務づけることになる｡生ゴミ減量や焼却の際に発生するダイオキシ

ン防止のほか､リサイクルで飼料の輸入を抑え､食糧自給率の引き上げという効果も期待さ

れる｡

一般家庭から出される家庭ゴミは年間約 5000万 トンにのぼり､このうち 1000万 トンが食

品廃棄物であり､大部分は焼却されているのが実状である｡こうした家庭ゴミは排出 ･収集

時の悪臭や衛生上の問題がある上､他のゴミと一緒に排出されるため､自治体の収集後に分

別 ･再利用することは極めて困難である｡そこで自治体では各家庭での生ゴミ処理を推進す

るために､自家用生ゴミ処理機の設置促進を進めている｡97年度に生ゴミ処理機購入の補助

金を交付している自治体は300程度であったが､98年度には650を超え､99年度には 1000

を超えると予想される｡電気機器メーカーを中心として､安価でコンパクトな処理機の開発 ･

販売も進んでおり､一般家庭からの食品廃棄物の発生も今後減少することが期待される｡

7,プラスチック類

プラスチック廃棄物は今までに述べた家電､自動車廃棄物や､工場等からの産業廃棄物､

家庭からの一般廃棄物 (家庭ゴミ)､さらには病院等からの医療廃棄物として様々なルー トで

排出され､その形態､物質的 (化学的)な種類も極めて多くなる｡そのリサイクリングには

多くの困難が伴い､検討課題も多いため本節で再度議論する｡
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(1)プラスチックの特徴

プラスチックとはいわば ｢現代が生んだ機能性物質｣といえる｡

耐久性に優れ､加工しやすく､軽いという特性は､その生産量の増加､コス トの低下に伴い従

来からの素材であった木材､紙や金属の代わって､日用品から産業機器にいたる広範囲にその用

途を拡げてきた｡ しかしながらこうした特性が､そのリサイクリングを難 しくしている原因とも

なっている｡

埋めても腐って土に戻らない､燃やせば高温を発 したり､有害ガスを放出することもあり､安

易に廃棄処分が出来ない｡又化学的に安定しているため､化学分解 して元の石油に戻すには非常

にコス トがかかり､経済的に再利用することも困難というのが現状である｡

(2)プラスチックのリサイクリング

現在､プラスチックのリサイクリングは大きく分けて､下記の3つの考え方がある｡

a)サーマルリサイクリング

プラスチックは石油から作られた高分子の炭化水素化合物であり､これを燃焼させた場合

の発生熱量は極めて大きく､重量当たりの発生熱量は原料である石油をはるかに上回る｡

従って極めて高熱量の燃料として利用できるが､高熱量であるが故に焼却炉を痛めてしま

う場合もあり､ものによっては有害な塩素系ガスをだすものもあるので､燃焼設備､燃焼プ

ロセスの改善が必要である｡

一般廃棄物､いわゆる家庭ゴミを固形燃料化 (RDF:RefusalDerivedFuel)にしてこれ

を発電に使用するゴミ発電の計画が各地で進められているが､この場合燃料の単位 (重量あ

るいは体積)あたり発生熱量を規定の範囲に保つ必要があり､熱量の高い廃プラスチックを

適当に混合して､規定のRDFを生産するというプロセスが考えられている｡

b)ケミカルリサイクリング

ケミカル リサイクリングの考え方は2つあり､1つは ｢油化還元｣という方法で､廃プラ

スチックを高温下で分解 して油に戻すという方法である｡技術的にはそれほど困難ではない

が､コス トがかかるという難点がある｡

現在､(社)プラスチック処理促進協会は通産省並びに NEDO(新エネルギー ･産業技術

総合開発機構)からの補助をうけて､民間企業と共同でこのプラスチック油化プロセスの実

証試験を行ってお り､本年 (99年)末に実証プラン トが完成する予定である｡これは後述

する容器包装 リサイクル法 (2000年4月施行)に対応すべく進められているもので､図に

示すように多種類の一般廃プラスチックを一括 して油化処理できるプロセスである｡

(図4.7.1)

もう一つは､高分子化合物であるプラスチックを構成する単位分子 (モノマー)に戻すと

いう考えである｡例えばポリエチレンをエチレンに分解する､あるいはポリスチロールをス

チロールに分解 して､再びこれらプラスチックの原料として利用するという方法である｡こ

れはプラスチックの種類によって異なるプロセス､設備を用いる必要がある上､その種類に

よって違いがあるがコス ト面での難点もやはり大きい｡

最近､このケミカル リサイクルにもうーっ新 しい考え方が出てきている｡それは製鉄にお
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ける鉄鉱石 (酸化鉄)の還元剤としての利用である｡具体的には廃プラスチックを高炉内に

投入すると､高温状態においてプラスチックが炭素と水素に分解 し､これらが鉄鉱石を還元

するということである｡従来はこの還元剤にカーボン (炭素)が利用されていたが､プラス

チックの方が発生するCO2量が少なく､地球環境対策面でも効果が大きい｡(図4.7.2)

次世代廉プラスチック液化プロセスフEl一国

r 仰 -巾'rW ¶''-¥!ヽ

章
i
～

規さ抜出 ･ l

エネルギー回収

回収塩酸

図 4.7.1プラスチックケミカルリサイクル (油化)フロー

(プラスチック処理促進協会資料)

C)マテリアル リサイクリング

3番 目の考え方は ｢元のプラスチック-戻す｣ということであり､素材としての ｢Re-Use｣

ということである｡プラスチック再生加工業は､昭和 40年代に誕生し､現在ではメーカー数も

100社近くにのぼっており､その再生加工製品として､コンテナ､各種のくい､ベンチやフェ

ンス､遊具､シー トなど 包装運搬､土木建築､住宅､公園､道路､鉄道､農漁業資材まで多岐

にわたっている｡ しかしながら､こうした再生加工用の材料はプラスチック工場から出る廃材や

大規模事業所から大量に産業廃棄物として出る廃プラスチックが大部分である｡ゴミとして出さ

れる一般廃棄物は､安定した量が確保できない上にその選別 ･洗浄に多くの労力を要し再生品の
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商品としてのコス ト競争力が出せないため､利用が困難というのが実状である｡一般廃プラスチ

ックのマテリアル リサイクリング向上のためには､こうした再生利用のための選別 ･洗浄 といっ

た前工程が不要となるような収集システム､具体的には材質ごとの分別収集や他のゴミとの混

入 ･汚染防止のため､専用搬送機器の開発 といった対応が必要と思われる｡

範 ,!.:::'T 榔
′ 匝萱璽]

′
破砕.造指設備

吹き込み詑dL 高炉

i:I,I.う ー..

図4.7.2プラスチックケミカル リサイクル (高炉投入)フロー

(民間鉄鋼会社資料)
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図4.7.3プラスチックマテリアルリサイクルフロー

(プラスチック処理促進協会資料)

(3)プラスチックのリサイクリングの問題点

このようにプラスチックのリサイクリングはコス トの問題が大きな障害となっているように思

える｡つまり消費市場からの影響もあるが､再生されたプラスチック又はその原料が､新規に石

油等から作られる物に対 して価格競争力が無ければリサイクリングは進まないということである｡

これは今までに述べた種々の製品 ･原料のリサイクリングに共通していえることではあるが､

プラスチックのリサイクリング技術は現在のところ実験室レベルで実現されているものが多く､

今後の工業化に際 して､このコス トの条件が大きく影響すると思われる｡一般的にリサイクリン

グコス トの多くはエネルギーコス トであり､これは環境負荷と深く関わる要因であるので､低コ

ス トで行えるリサイクリングプロセスが地球環境上も好ましいといえる｡

またコス トに影響する要因でもあるが､収集時の清浄性の確保ということも大きな問題である｡

特にマテリアルリサイクルをおこなう場合､この清浄性ということがそのリサイクル品の市場競争

力を大きく決定する要因となるので､収集体制 ･プロセスの決定において強く留意する必要がある｡

さらに自動車のリサイクルのところで述べたが､使用される､すなわち市場に出回るプラスチ

ックの種類をできるだけ少なくすることは､今後のリサイクリング技術の開発､体制の整備とい

った面からも望ましく､業界側での今後の対応が必要とされる｡
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8.容器包装類

消費生活の拡大 ･向上にともなって食品 ･日用品の容器 ･包装材の利用は拡大の一途をたどっ

ている｡従来はこれら容器 ･包装材は鉄 ･アルミ等の金属やガラス､紙類が大部分であったが､

近年はプラスチック製の容器や包装用シー トも増加している｡これらの大部分は一般家庭ゴミと

して廃棄されているが､その増加はゴミ処理活動の大きな障壁となりつつあり､その対策が急が

れる事態となっている｡

(1)一般廃棄物の排出 ･処理状況

一般廃棄物 (家庭ゴミ及び事業系ゴミ)の排出量は図 4.8.1のように近年はほぼ横這いとなっ

ている｡またそのうち容器包装材の占める割合は図 4.8.2のように平成 8年度において､容積で

60%､重量で25%を占めている｡
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図4.8.1ごみの排出量の推移 (厚生省調査)

図4.8.2一般廃棄物に占める容器包装材の割合 (厚生省調査)
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(2)容器包装リサイクル法

｢容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律｣(通称 :容器包装リサイクル

紘)は平成 7年 6月 16日に公布され､平成 9年 4月より施行されている｡その基本的考え方は

容器 ･包装廃棄物に関わる ｢消費者｣､｢市町村｣､｢事業者｣の3者がそれぞれの立場で容器包装

のリサイクルに参画し､ごみの減量化とリサイクルの実現を図るということである｡

各々の役割分担は以下の通りである｡

a)消費者

決められたルールに則った分別排出をする義務を負う｡

平成 9年4月における当法律の対象廃棄物はぴん ･缶 ･飲料用紙パック･ペットボトルの4種

類であるが､平成 12年4月からは段ボール ･その他の紙製容器包装 ･その他のプラスチック製

容器包装が追加になる｡

当面は多くの市町村では､容器包装廃棄物を以下の7種類に分別する予定である｡

(但 し収集時の実際の区分は各市町村で決定するため若干の違いあり)

｢無色のガラス製容器｣

｢茶色のガラス製容器｣

｢その他のガラス製容器｣

｢PET(ペット)ボ トル (飲料 ･種類 ･醤油など)｣

｢鋼製容器包装(スチール缶など)｣

｢アルミニウム製容器包装(アルミ缶など)｣

｢飲料用紙製容器｣

また､リサイクルの輪がうまく回転するように､リサイクルされた商品をできるだけ使用

するようにこころがけるということも求められる｡

b)市町村

｢容器包装廃棄物｣を分別収集 し､リサイクルできるような ｢分別基準適合物｣にする義

務が生じる｡｢分別収集計画｣を各市町村で策定し､これに基づいて容器包装廃棄物の分別

収集を行 う｡

収集された容器包装廃棄物は､省令で定める ｢分別基準｣によって､それぞれの素材に

応 じて洗浄､圧縮､一定量の梱包､保管等が行われ､この段階で容器包装廃棄物は ｢分別

基準適合物｣となり､再商品化の対象となる｡

市町村は法律施行に備えて､分別収集 ･保管に必要な設備､施設を整備することが求め

られる｡

C)事業者

市町村によって分別収集され､分別基準適合物となった容器包装廃棄物を自らが製造 ･販売

した量 ･金額に応じて､再商品化 (リサイクル)する義務が生じる｡

対象となる事業者は以下の3つの区分にわけられる｡

｢特定容器利用事業者｣

｢特定容器製造等事業者｣

｢特定包装利用事業者｣

｢特定容器利用事業者｣とは､事業において販売する商品にこれら ｢特定容器｣を用いる (使
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用する)者を指し､中身製品の ｢製造 ･加工 ･販売｣業が対象となる(輸入業を含む)事業者で

ある｡(クリーニング業で商品返却の際に用いるポリエチレン製袋､宅配便で用いる段ボール

ケースなど ｢サービス｣業において ｢特定容器｣を用いる場合は対象外)

｢特定容器製造等事業者｣とは､これら特定容器を製造する者を指す(輸入業を含む)｡

特定包装は､･容器包装のうち上記の特定容器を除いたものになる｡これは事業者がそれを利用

する段階で容器 ･入れ物としての形をなしていないものを指し､具体的には包装紙､ラップ､

シュリンクフイルム包装の 1部など商品を ｢包む｣もののことになる｡(商品表面積の半分以

下の場合は ｢包む｣に当たらない｡従って､ラベル､シールなどは特定包装の対象とはならな

い｡)

｢特定包装利用事業者｣とは､事業において販売する商品にこれら ｢特定包装｣を用いる者

を指す(輸入業者を含む)｡スーパーやデ/ト トなどの流通業がこれに該当する｡

事業者の ｢再商品化｣については次の3つの方法から選択する｡

①指定法人への委託(第3者機関にリサイクルを委託)

財団法人 ｢日本容器包装リサイクル協会｣と契約を結び､委託料を支払うことで ｢再商品化｣

を行ったとする方法｡協会は各地の再生処理業者に依託し､実際のリサイクルを行う｡

②独自ルートによる再商品化(再商品化の認定)

事業者が自ら再商品化を行うか､指定法人以外の再生処理業者に委託し､｢再商品化｣を行っ

たとする方法｡

③自主回収(店頭からのリターナブルなど)

ビールぴんのリターナブルなど､事業者が直接消費者から回収するルートを使って ｢再商品化｣

を行ったとする方法(委託も含む)｡事業者は主務大臣に申し出て､認定を受けなければならない｡

おおむね90%以上の回収率を達成している場合にはその容器について再商品化義務は免除さ

れる｡回収率がおおむね90%に満たない場合は､その量は再商品化から控除される｡

上述の関係を図示すると以下のようになる｡

消費者

分 別排出

分別回収

市町村

費用負担による委託

第3着機関 イ- 事業者

＼ J

分別基準適合物

図4.8.3容器包装リサイクル法の基本的考え方
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(3)容器包装 リサイクル法の実施状況

前述 した容器包装 リサイ クル法による分別収集及び再商品化の実施状況は施行初年度 (平成

9年度)について､以下のようになった｡ (厚生省調査)

表 4.8.1平成 9年度の分別収集 ･再商品化等の状況

分別収集量 再商品化量 分別収集実施市町村政

品目名 見込みJa (計画i) 平成9年度年間分別収集量② (実績) 達成率(勤′o) 再商品化量3再商品化率③′② 9年度分別収集予定市町村数4実施市町村数6) 実施率⑤/顔)
無色ガラス 406,133トン 292,775トン 72.10% 275,119トン 94.α)% 1ー662 1.610 96.90%

茶色ガラス 299,536[) 243.916トン 81.40% 228.170トン 93.50% 1,666 1,610 96.60%

その他ガラス 118.536トン 107,533トン 90.70% 95,190トン 88.50% 1.609 1.535 95.40%

ペットボトル 21,180トン 21.361トン 100.90% 19,330トン 90.50% 716 631 88.10%

スチール缶 526,701トン 464.662トン 88.20% 443,500トン 95.40% 2,465 2ー411 97.80%

アルミ缶 148.885トン 112,527トン 75.60% 107,455トン 95.50% 2.473 2ー420 97.90%

(注 :紙パ ックについてはいわゆる集団回収分のかな りの分が集計 されていないため､達成率

は実際 よりもかな り低 くでていると考えられ る)

また平成 10年度の分別収集予定は以下 となっている｡ (実績は平成 11年 11月現在未集計)

表 4.8.2 平成 9年度の分別収集 ･再商品化等の状況

品目名 分別収集量 実施市町村数

平成 9年度 平成10年度 平成 9年度 平成10年度

実績率 見込み量(計画量) 実施数 実施予定数

無色ガラス 292.775トン 486.025トン 1,610 1.966

茶色ガラス 243.916トン 358.012トン 1,610 1.971

その他ガラス 107,533トン 140.443トン 1,535 1,918

ペットボ トル 21,361トン 44.590け 631 1.159

スチール缶 464.662トン 590.858トン 2,411 2.631

アルミ缶 112.527トン 170.535トン 2,420 2.643

(4)PETボ トルの リサイクリング

現在 ､容器包装 リサイ クル法で分B.rj収集 ･再商品化の対象 となっている唯一のプラスチ ック

材がこの PETボ トルであるが､この リサイクリング状況について少 し詳 しく調べてみる｡

まず､その用途別使用量の近年の推移を下図に示す

表 4.8.3PETボ トルの用途別使用量

用途 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年(予測)

第2種指定品目 沸涼飲料 118.831 149.088 194,748 258.793 304.000しょうゆ 13,491 13,581 13.222 12,900 12,650
酒類 9788 10,233 10.836 10.234 10.500

指定品目合計 142.110 172.902 218.806 281.927 32T150
その他 洗剤､シャンプー 14.472 12.052 12.807 10.657 9.000

食用油 1.373 1.160 1,461 1.511 1.500
調味料 9.674 ll.031 10,565 ll.489 12.350
化粧品 3.354 3.020 3.590 4.787 5,000
医薬品､その他 1.847 3.258 4.500 3.528 3.000

pETボトルtB暮会■べ(単位 トン)
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一方､廃棄 PETボ トルの分別収集については､容器包装 リサイクル法の施行 された平成 9年

か らの推移は以下のようになる｡

表 4.8.4PETボ トルの分別収集の進捗状況

平成9年度実績 平成10年度実横見込平成11年度計画

再商品化計画 17.500トン 30,400トン 46.600トン

市町村分別収集計画収集pETボトル回収率 21.180トン 44.590トン 59,263トン18.1%

21,361トン 47,500トン
9.8% 16.8%

同上計画市町村数 716(実施済631) 1,159(実施済988) 1,449

協会との契約(財)日本容器包装リサイクル協会

契約自治休数(全国3235市町村) 413 765 997
(組合も含む) (組合も含む) (組合も含む)

同上数量 14,214トン 32.799トン 49.620トン

引取量 14.014トン 35.664トン ***社契約特定事業者数 198社 211社
同上数量 15.986トン 32.799トン 49,621トン
契約再生処理業者数 29社 28社 38社

厚生省および(肘)日本春巻包装リサイクル
協会責料より(1999年6月現在)

生産量 と回収量な らびに回収率 (回収量/生産量)の推移は下図のよ うになる｡

表 4.8.5PETボ トルの生産 と回収の推移 (PETボ トル リサイクル協会調べ)

回収 量 トン 生 産 量 トン 回収 率%

1993年 528 123,798 0.4

1994年 1,366 150.282 0.9

1995年 2,594 142,110 1.8

1996年 5,094 172,902 2.9

1997年 21,361 218,806 9.8

1998年 47,620 281,927 16.9

1999年 ※59,300 ※327.150 18

･※印の数値 は予 測値

･生産量 は第二種 指定p

ETボトル(清涼飲料､醤
油､酒類)

再生 PETボ トルは再び容器 として､また､また台所用水切 り袋､換気扇 フィル ター､また

繊維 としてワイシャツや ワーキングウェア､Tシャツやポロシャツ､エプ ロンに使われた り､

ク リアファイル といった事務用品､そのほか､室内カーペ ッ トや乗用車カーペ ッ ト､贈答用箱

の中仕切 り等いろいろなものに利用 され 1998年度の用途別内訳は下図のよ うになっている｡
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成型品
1265

その他
320

図4.8.4PETボトル再生樹脂の用途 (1998年度)

(PETボトルリサイクル協議会調べ)

前述の回収量 (1998年度は47,620トン)と比較して､再生品への利用量が少ない (約50%

程度)が､これは収集 pETボトルのかなりの量が処理待ちでストックされていることを伺わせ

る｡再生処理施設の能力としては99年現在､全国で約 72,000トン/年あるということである

が､再生品の利用 (売却)先が十分確保できないため稼働率が低下しているという恐れがある｡

一方自治体 ･地域住民の収集意欲は年を追う毎に高まる一方と思われ､回収量の飛躍的な上

昇が見込まれる｡これに対応するためには設備の増強とあわせて使用する製品分野の拡大が不

可欠と考えられる｡図に示す通り､現在約7割が衣料品を中心とした繊維製品に再利用されて

いるが､今後もこの割合で消費拡大を続けることは困難と考えられ､カーテンや室内内装品と

いった衣料品以外の繊維製品やシー ト製品の需要拡大が望まれる｡また衛生面や安全面の問題

から飲料 ･食品用ボ トルへの再生は現在のところは行われていないが､将来の回収量の増大に

対応するには､是非とも解決すべき課題であると考える｡

今後の技術課題として､再生PET材の品質向上ということがあげられる｡

そのためには以下のような改善が必要と考えられる｡

i)回収PETボトルからの効率的かつ確実な異物除去

①キャップ部 (金属､プラスチック製)､ラベルの自動除去装置の開発

②内部残量物の除去､洗浄装置の開発

③キャップ部を単一種のプラスチック材とする (金属キャップの廃止)

④ラベル添付用接着剤を剥がしやすい (接着剤がボトル側に残らない)ものとする

ii)回収PET材の搬送 ･保管のための減容化

(》再生ボトルの減容化装置の開発
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iii)回収 PET材の効率的 ･低コス トな結晶粒状化

通常､回収 PET材はフレーク状に破砕 した後に､120度C程度で溶融処理 して非結晶

の粒子状にして再生材の原料とするが､これは低品位な製品 (卵パ ック等)にしか利用

できない｡繊維やボ トルなどの高品位製品に利用するためには､この非結晶粒子から水

分を除いて結晶粒子にする必要があり､このコス トが前記の衛生面の問題 とあわせてボ

トル-の再生利用の障壁 となっている｡

機器の開発についてはメーカー側で進められているが､この効果的な利用のためには

再生利用 しやすい無色透明なボ トルに統一するなどの対応が必要であり､ボ トルの製造

業者､利用業者を含めた業界全体としての対応が強く求められる｡

また､今後回収量の拡大にともないメーカーが負担する再商品化の費用も増大するため､その

負担をどうするのか (製品価格に転嫁するのか)問題もクローズアップされると考えられる｡

((財)日本容器包装リサイクル協会が決定する再商品化委託単価は PETボ トルについては99

年度 :¥95,135/トン､2000年度 :¥88,825/トン､総額では99年度 :約 44億円､2000年度 :約 80

億円となる)

(5)発泡スチロールのリサイクリング

発泡スチロールはPS (ポリスチレン)というプラスチックをブタンガス等の発泡剤によって

膨らませたものでEPS (ExpandedPolyStyrene)ともよばれる｡

一般に発泡スチロールと呼ばれるものには､製法と用途の異なる次の 3種類がある｡

a)魚箱や緩衝材に使われる ｢ビーズ法発泡スチロー/レ｣

b)食品 トレーなどに使われる ｢ポリスチレンペーパー｣

C)断熱建材に使用される ｢押出しボー ド｣

これらはEPSのもつ､｢衝撃緩衝性｣､｢防水性｣､｢保温 ･保冷性｣､｢軽量性｣や ｢加工性｣と

いった長所を利用 してお り､食品から産業機械､住宅にいたる広い分野で使用されている｡

その生産量は年間21万 トン余り (98年度)に上り､前述のPETボ トルと同等の量を占めて

いる｡その用途別内訳ならびにリサイクル量推移は以下のようになっている｡

*# 113
,L 包装材 74
ト
.＼
＼

＼-㌔_

●ヽ･一 ･ ∴
一･LH~r-

月
日
.メ

㌔
一IJ

.

1998年 213千トン

図 4.8.5発泡スチロールの用途別生産量

(発泡スチロール再資源化協会資料)
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再 賓 讃 化 量 トン/午
日999年均斉汚科3

1991年 1992年 19938 1994* 1996年 1996年 1997年 1998年 2000年
男義 美『 測 器『 男■ 実蟻 実ヰ 実績 日胡

(平成3年)(平FZ4年)(平成8年)(平成6年)(平成7年)(平成8年)(W )(平成1C*)(平成12年)
胃Jt鵡Ib事 12J69B l7.4% 劫.1% 242% 27.39' 29.7% 302弘 312弘35%(E1号)
組 雷 171干t 170千t 165平t 15B千t 179千t lBO千t lB紳 182千t
生毒1 237干t 232千t 225千t 223千t 224千t 225千t 22古平t 213年t --

図4.8.6発泡スチロールの再資源化量推移

(発泡スチロール再資源化協会資料)

リサイクリングの内容別内訳 (98年度実績)は以下のようになっている｡

再生利用と処理･処分 (回収対象丑182干t)

牧丘
62.20Dt 34.2%

1

マテリアルリサイクル
66-800t 31.2%

′一一一一●◆＼J ～
Jリサイクル1

I.5% ∫

イ∵ ･~≠′
皇
発電付放卸など
B7.00Ot20.3%

図4.8.7発泡スチロールの再資源化内訳

(発泡スチロール再資源化協会資料)

このように回収率は30%程度で､そのうちマテリアル リサイクル率が 30%程度であり､発泡

スチロールのリサイクリングは､まだ不十分といえるが､逆にいえば拡大の余地も大きいといえ

る｡現在､家電業界 (緩衝材)と卸売り市場 (魚箱)が主な回収ルー トになっており､一般家庭

からの食品 トレー類の回収拡大が今後の主要課題とおもわれる｡

回収された発泡スチロールは溶剤や､加熱脱ガスによって減容されて図4.8.8のようなフロー

で再生される｡発泡スチロール再資源化協会(JEPSRA)では各地にエプシープラザと名付けた処

理工場 (99年 9月現在､全国 126箇所)を設けて使用済み発泡スチロールの受け入れ ･再資源

化を行っている
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図 4.8.8発泡スチロールの再資源化フロー

(発泡スチロール再資源化協会資料)

9.産業廃棄物と一般廃棄物

1-8では品目別の廃棄物について述べてきたが､ここでは一般廃棄物と産業廃棄物の分類で

区分して検討してみる｡

(1)産業廃棄物と一般廃棄物

産業廃棄物とは産業活動によって生じた､廃棄物処理法で規定された種類の廃棄物で

表 4.9.1に示す 19種類の廃棄物のことである｡一般廃棄物はこの産業廃棄物以外のすべて

の廃棄物をさすが､これとは別に爆発性 ･毒性 ･感染性などの性状を有して,人の健康や生

活環境に被害が生 じるおそれがある廃棄物は,特別管理産業廃棄物 (又は特別管理一般廃棄

物)として特に厳 しく規制されている｡(表 4.9.2)

この分類を図で示すと以下のようになる｡

図4.9.1廃棄物の分類
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表 4.9.1産業廃棄物の種類

廃棄物の種類 廃棄物の内容(具体例)

す (1)燃え殻 石炭がら.コークス灰,重油灰,木炭,木炭灰,すす,産業

ベて 廃棄物の焼却灰,炉掃出物.廃カーボン類,廃活性炭(2) 汚 混 ナイト廃汚泥,廃水処理汚泥,道路側II.排水路汚泥.研

の辛 磨汚泥,廃消化剤,廃白土.廃ショットブラスト(3) 廃 油 料,タールピッチ,廃絶縁油,廃インク

薫請 (引火点が70℃以上のものに限る)(4) 廉 鼓 酸洗工程廃液,酸性メッキ廃汲 写真定着液

動に (pH値が2を超え,7未満のものに限る)(5) 廃アルカリ アルカリ洗浄廃嵐 アルカリ性メッキ廃液,写真現像液

伴つ (pH値が7以上,12.5未満のものに限る)(6) 廉プラスチック ず,乾燥ペイント,廃タイヤ,廃発泡ステロ-ル,FRP,廃

て発生し イオン交換樹脂,写真フイルム

(7)ゴムくず 天然ゴムくず,エボナイトくず,廃ラテックス

(8) 金属くす 空缶.切削くず,研磨くず,金属スクラップ,鉄骨鉄筋くず,

たもの 足場パイプ(9) ガラスくす及び陶破器くず 空瓶,ガラスくず,陶磁器くず(タイル等),耐火レンガくず

(10)鉱さい スラグ,ノロ.廃鋳物砂,不良鉱石,金属スラグ

(ll)がれき類 れに類する不要物(セメントコンクリートがら.アスファルト
(建設廃材) コンクリートがら.瓦.レンガ.スレート タイル.断熱材,

石材

(12)ばいじん 電気集塵機.サイクロン.湿式集塵機の捕集ダスト

特 (13)紙くす 塗エ紙,壁紙.襖紙,障子紙,梱包紙

定莱 ※建設業(工作物の新築.改築.除去に伴って生じたもの)裁断くず.製本くず.印刷くず
種 ･X.パルプ.紙.紙加工品の製造業.新聞業.出版業.製本

の辛 莱.印刷物加工業
(14)木くず 廃木材,おがくず,バーク類,加工木くす.木切れ,型枠,薫 足場材,工事等の残材,梱包材

活 ※建設業(工作物の新築.改築.除去に伴って生じたも
動 の),木材.木製品の製造業,パルプ製造業,輸入木材の

に伴 卸売業

(15)繊維くず 木綿.羊毛.捕.麻等の天然繊維くず,レーヨン,アセテ-
つ ト,力-ペット ロープ(合成繊維が50%以上の場合は廃
て プラスチックになる).壁布.作業服
排 ※建設業(工作物の新築.改築.除去に伴って生じたも

也し の).繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く)
(16)動植物性残蓮 鳥.戟.魚の骨.あら.甲殻,野菜くず,羽毛,製品くず.卵た のから,貝殻

もの ※食料品製造業.医薬品製造業.香料製造業(17)動物の糞尿 午.局.豚.めん草.にわとり等の糞尿 ※畜産農業

(18)動物の死体 午.局.豚.めん草.にわとり等の死体 ※畜産農業

(19)産業廃棄物を処分するために処理したもので.上記(1)-(18)以外のもの
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表 4.9.2特別管理廃棄物の種類

廃 油 揮発油類.灯油類.軽油類(引火点が70℃未満の燃えやすいもの)

廃酸.廃アルカリ pH2,0以下の酸性廃液,pH12.5以上のアルカリ性廃液

感染性廃棄物 感染性病原体を含むか.その恐れのある産業廃棄物○

【例】血液の付着した注射針

廉pCB等pcB汚染物PCB処理物 廃pcB,PCBを含む廃油

PCBが塗布されたもの(PCB怒圧紙など).染み込んだもの,付着し
たもの,封入されたもの

廃pcB等を処分するために処理したもの

廃石綿等 * らヽ ､ 'A '-Ej
事から '､ iヨ J皿 ,生じる石綿が付着しているおそれがあるプラスチックシ-ト廃
防じんマスクなど
*大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で,集じん設
備により集められたもの及び当該事業場から生じる石綿が付着した
おそれのある廃防じんマスク,集じんフィルター.作業衣など

特定有害産業廃棄物 水銀,カドミウム.鉛,有機燐化合物.六価クロム,批素,シアン,PCB,トリクロロエチレン.テトラクロロエチレン,ジクロロメタン,四塩化

1.2-ジクロロエタン,1.1-ジクロロエタン シス-1.2-シクロロ
エタン.1.1.1-トリクロロエタン,1.1.2-トリクロロエタン,1.3
-ジクロ口プロペン,チラウム.シマジン,チオベンカルブ,ベンゼン,
セレン又はその化合物を基準を超えて含む汚泥.鉱さい.廃油.廃

(2)廃棄物の全体状況

平成 8年度における産業廃棄物の発生量や約 4億 トン､一般廃棄物は約 5000万 トンとなっ

ている｡焼却 ･脱水等により､最終処分場 に搬入 される量は各々約 7000万 トン､1300万 トン

となっている｡

廃棄物の発生量(平成8年度)
(厚生省PIへ)

く排出拙I4.05線トン)

その他ー3AXI
鉱さい 5.9%

建粒農村tS_296

動物の輩尿17B%

汚 東47.丁半

I:L意義廉薫犠最終処分●

(0.6800qLトン) iB接埋立 10.3%

(排出捜齢 .5一一沌 トン)了,賃濃化等の中内他種12-8%
十･㌧ 一 I / /,I -必-i蜘Jt,-軌Z-1i-

濃繕榊 一､.こ7-, 卜ノ

盛纂廉薫物

図 4.9.2廃棄物の発生量 (平成 8年度)
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(3)産業廃棄物

前述の産業廃棄物の事業別､種類別内訳は以下の通 りである｡

稚8年度

パルプ･JkI
JA闇 ■l

L7.0)

単位:千t/年
()内は%

図 4.9.3産業廃棄物排出内訳 (平成 8年度 :厚生省調べ)

これ らの廃棄物の処理内容内訳は以下のようになる｡

【1内は平成7年まの軌i&

湧出豊

40.500万t
(ー00%,)

並捷弟生利用量
- ■山 ■EEコ

再生利用量

[6'(9.≡t]
絹 鳩目は.四持去大してあるため収支が合わないq会がある.

図 4.9.4産業廃棄物の処理状況 (厚生省調べ)
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(4)一般廃棄物

一般廃棄物の処理量ならびに内訳 (処理方法)の推移は以下のようになっている.

町

8
00

00
00

00

印

印
仰

ao
加

叩

ご
み
処
理
量
(万
･～
/
年
)

21JB 2BJ 17-1棚 1▲一 12 5 115 lab12&77.I

元 2 3 4 5 6 7 8

年 度

⊂::=コ 換放素顔 ⊂:ここコ 資源化等の中間地稚 ⊂=:コ 盤捷穫見

薮採決好事+薫瀬化等の中間地牧牛=讃Jl他種率
グラフ中の致鰍王構成比率(那

図 4.9.5一般廃棄物 (ごみ)処理量推移 (厚生省調べ)

またそのリサイクル率は以下のような推移となっている｡

30

80

6

(%
)勝
4
'4
†
か

(
)

九 之 1 4 5 6 7 8
年 度

図 4.9.6一般廃棄物 (ごみ)のリサイクル率推移 (厚生省調べ)

一般廃棄物で缶､ボ トルを含む容器包装類は重量で25%前後を占めており(Ⅳ.8節､図 4.8.2

参照)､リサイクルされているのは大部分がこの容器包装類であり､上記リサイクル率の向上

はこれらの収集 ･リサイクル量の向上を示している｡

(5)最終処分場問題

一般廃棄物に関するおおきな問題は､①焼却時に発生するダイオキシン等の有害物質､②焼

却灰､未焼却ごみを処理する場所 (最終処分場)､の2つがあげられる｡①については焼却設
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備の改善 (高温燃焼､ガス化溶融方式)によって対応が進められている｡②については年を追

うごとに処分可能容量が減少しているが､その残余年数は近年増加 している｡(図4.9.7)

しかしながらこれは､最終処分場の容量の余裕が増えたということではなく､近年のごみ減

量化 ･リサイクルならびに①の焼却後の灰の減量化 ･リサイクル (焼却灰固化による資源化等)

により､最終処分場に持ち込まれる量が減少 しているためである｡今後ともごみの減量化 ･リ

サイクルを拡大して､最終処分量を更に減少させなけなければ､いずれは残余年数がゼロにな

ることになり､一般廃棄物に関する最終処分場の問題は依然として未解決といえる｡

産業廃棄物については問題がより深刻で､1998年現在残余年数は 2年程度しかなく､現状

のまま推移すれば 2008年には底をつく予測である｡(図 4.9.8)特に首都圏では既に残余年数

1年を切っており､緊急の対応が求められる｡中期的には全体の 4分の 1を占める建設廃棄物

が今後飛躍的に増加することが見込まれるため (Ⅳ.5参照)､そのリサイクリングを今後強く

押 し進める必要がある｡

元 2 3 4 5 6 7 8
年 虞

4姓朱書t ▲ 残余年牡

(.,AJJK

細

V
T
働

雌

雄 50

図4.9.7一般廃棄物最終処分場の残余容量と残余年数の推移

(厚生省調査)
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図4.9.8産業廃棄物最終処分場の残余容量と残余年数の推移

(厚生省調査)
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10, リユース (再利用)

1-9おいて種々の製品 ･材料のリサイクリング実状ならびに問題点について述べてきたが､

これらは全て廃棄されたものを燃料あるいは原料に変換して利用するという方向でのリサイクリ

ングであった｡

こうしたリサイクリングは廃棄物問題あるいは地球資源問題-の対応としてはそれなりに効果

があるといえるが､廃棄物を燃料 ･原料に変換するためにかなりのエネルギーを消費する場合が

多く､プロセス途中における量的なロスもあり､必ずしも好ましいかたちではない｡

燃料として燃やしたり､原料化するために砕いたり溶かしたりするのではなく､もとの形のま

ま再使用するのが理想的なリサイクリングといえる｡

もちろん使用済みの製品は用途によって摩耗､変質､汚染等により使用に耐えなくなったから

廃棄されたのであり (単に古くなったからという理由だけで廃棄される場合も最近は多いが)､

単なる補修や手直しだけで再利用できるものは少ない｡ しかしながら､その製品が使えなくなっ

た原因は一部の部品の劣化によるものが大部分であり､他の健全な部品はそのまま再利用できる

ものが多い｡特に部品点数の多い工業製品､例えば電気機器､精密機器､輸送用機器等の製品の

場合､機能しなくなって廃棄されたものは､ごく一部の部品が劣化し機能しなくなったというこ

とだけであり､その他の部品の多くは再利用できるのである｡

家電製品や自動車のリサイクリングはこうしたリユース (Re-Use)の手法を導入することに

よって大きく改善できるのでは無いかと考えられる｡すなわち3節 (家電製品)及び 4節 (自動

車)で述べたリサイクリング手法は､例えば金属製品は種類毎にスクラップ化 して溶解し再利用

するというや り方であるが､再利用可能な部品はそのまま回収して再び新製品の部品として利用

するという方式を出来る限り導入するべきである｡こうした手法を実践するためには､再利用対

象となる部品の徹底した規格化 ･共通化を進め､それを使った製品は廃棄後にこれらの部品を簡

単に分離 ･回収 ･再利用できるような構造とすることが求められる｡そのためには製品の設計自

体をこうした Re-Useに適合 したものとする必要があり､その本格的な実現までには今後解決す

べき課題は多いが､業界によってはいち早くこうした体制を組んでいるところもある｡

こうしたRe-Useを組み入れたリサイクリングの実状を以下に紹介する｡

(1)写真フイルム (レンズ付きフイルム)

世界初のレンズ付きフイルム (富士写真フイルム ｢写ルンです｣)は 1986年に発売開始され

た｡当初は ｢使い捨てカメラ｣というキャッチフレーズで撮影現像後はネガフィルムだけ残 し

て､他のケースやレンズ､内蔵機器類は廃棄するという思想で作られ販売されていたが､その

後のゴミ減少 ･環境保護 といった世論にも押されて､メーカーはリサイクリング体制を進め､

4年後の 1990年にリサイクルセンターを建設 しリサイクリング体制を構築 した｡これとあわ

せて製品のリサイクル対応化を進め､1992年の製品は Re-Use可能部品比率が 70%であったの

が 1996年発売の新製品ではこれを 90%にまで高めた｡こうした動きは後発の他メーカーにも

広まり､回収 した他社製品を相互に交換 してリサイクルする体制も確立され､米国 ･欧州にも

リサイクルセンターが設立されて国際的なリサイクリング体制が構築されている｡
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こうしたレンズ付きフイルム (リュ-ス用カメラ)は一般的に下図に示すようないくつかの

部品 (ユニット)で構成されている｡構成する部品の数を極力少なくすることがリサイクリン

グを効率的に行 うための重要なキーといえる｡

図4.10.1リユース用カメラの構造

使用が終わった､すなわち撮影を終えたカメラは写真店 (ラボ)に持ち込まれて現像 ･プリン

トされるが､このラボが使用済みカメラの回収場所にもなっており回収率はほぼ 100%である｡

回収されたカメラはメーカーのリサイクルセンターに集められ､下記の様な手順で再生される｡

製通工‡呈

タ●空列 ●.払別 †芸=iナ_～_!紛参

:i;讃 品 '' F 司 .前が _

■lト -

リユース部品 リサイクル部品

Ej u

検査工程

●ストt)ポ ●レンズ洗浄 1校音●本体ユニット
ユニット横音 捜h

図4.10.2リサイクルステーションにおける再生プロセス

(富士写真フイルム (樵)資料)
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上図の分解工程にあるように､分解された部品はリュ-ス部品とリサイクル部品に分けられ

る｡ リユース部品はス トロボユニット､レンズ､電池､本体ユニットであるが､これらは検査

されてリュ-スに適するものは製品用の部品に回され､適さないものはそれぞれの材料 (ガラ

ス､プラスチック､金属等)別に破砕 され､材料としてリサイクルされる｡プラスチック製の

外部カバーや紙製の外装カバーやラベルは材料リサイクルに回される｡

こうした作業はほとんど無人の全自動工程によって効率的に低コス トでおこなわれるため､

再利用される部品やリサイクルされる材料は､あらたに作られる部品 ･材料と比べてもコス ト

的に十分競争力が保たれる｡

また製造 ･販売された製品がほぼ 100%回収されてリサイクルセンターに戻ってくるため､

生産 ･出荷量に見合 う形で､設備能力 ･稼働計画をたてることができ､設備に対する効率的な

投資 ･操業をおこなうことができ､再生品のコス ト低減効果を高めているといえる｡

発売当初は ｢使い捨てカメラ｣と称されたこの製品は今や､今後の理想的な工業製品のリサ

イクリングプロセスであるインバースマニフアクチャリング (Inverse-Manufacturing)を実

践しつつあり､自動車､家電等の今後のリサイクリングにもその思想 ･手法を取り入れるべき

ところが多いのではないかと考える｡

(2)複写機カー トリッジ

ここで例 としてあげたいのは､前記の富士写真フイルムと同じカメラメーカーでもあるキヤ

ノン (秩)が行っている複写機用 トナーカー トリッジのリサイクリングである｡

同社は中国の大連にこのリサイクリング工場を作 り､日本を含めたアジア ･オセアニア堆区

で販売した同社製の使用済みカー トリッジを回収して､ここで一括してリサイクリングしてお

り､その量は日本国内回収分だけでも年間約 900トン(1998年度)にのぼる｡

こちらでのリサイクリング手順は前節の ｢レンズ付きフイルム｣と違って､手作業による部

分が多いが､重量比で 40%程度の部品が再使用され､残りの 60%もプラスチックあるいは金属

材料として再生されている｡現在製造 ･販売されているカー トリッジは部品の再利用を含めて

リサイクリングということを考えずに設計されていたが､今後の新製品はリサイクリングを第

一に考えた構造 ･材料を採用する方向である｡すなわち､①解体分離を容易にし､②部品点数

を減らし､③再利用対象部品の耐久性向上といった設計思想とするとのことである｡この結果､

前記の部品再利用率は今後大きく向上することが期待できる｡

この製品のリサイクリングに関する最大のキーポイントとなるのは回収である｡

前述の ｢レンズ付きフイルム｣の場合､その使用完了すなわち撮影終了をもって不要品とは

ならない､すなわち現像 ･プリン トとい うプロセスをその使用完了品に対しておこなう必要が

あり､しかもほとんどが専門の写真店 (ラボ)でこれがおこなわれるために､こうした場所に

確実に集められるという利点があった｡

トナーカー トリッジの場合､消費者にとっては トナーを使い切って使用完了となった時点で

それは不要品であり､ゴミとして廃棄 しても一向に差 し支えないものであるが故に､これをリ

サイクリングのルー トに戻すという積極的な動機付けが得られないという事が､その回収促進

の障壁となっている｡
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大規模な事業所やオフィスで販売店が定期的に製品を納入 しているような場合は､製品納入

時に使用済みのカー トリッジを回収するという形で確実な回収がおこなえるが､個人あるいは

小規模オフィスが一般の量販店等で購入するような場合は､その回収は不確実なものとなる｡

冷蔵庫 ･洗濯機 といった家電製品や自動車と違って､家庭ゴミの袋にいれて簡単に捨てられる

が故に､これらの多くはゴミとして消えていく可能性が強い｡

米国では宅配業者と契約 して､製品に着払い (メーカー負担)の宅配伝票を同梱して､使用

後はメーカーに返送するように消費者に依頼するという方式で､回収率を向上させているが､

日本では依然として販売店による回収が主体であり､今後いかにして回収率を向上させるかが

課題である｡

(3)リターナブル瓶

アサヒビールがスタイニーというビールを昨年 (98年)から売り出した｡これは､瓶ビール

でありながら栓抜きの要らないプル トップ式の栓を採用しており､ 売れ行きはなかなか好調の

ようである｡

このスタイニー瓶の特徴は､洗浄 して複数回使用可能なリターナブルボ トルであり､メーカ

ーもこれを売 り物としている｡ メーカーではデポジット (保証金)として1本あたり5円を製

品価格に上乗せし､空き瓶を返せばこれを返却するというシステムをとっている｡

しかしながら､その売れ行きの好調さとは裏腹に､瓶の回収率は極めて悪いというのが実状

のようである｡すなわちメーカーが売り物としたリターナブルボ トルが実際にはワンウェイボ

トルと化してしまっているということである

同じビール瓶でも通常の瓶の場合はリサイクル率が 95%以上であり､1本の瓶が平均 15回

以上使用されているのに対 して､上記のスタイニー瓶の回収率はどうして悪いのであろうかO

デポシット金額の違い (大瓶の場合は1本 15円)もあるのかもしれないが､通常の瓶の場合､

その大部分は飲食店や一般家庭といった固定客に､ケース単位 (20本あるいは 24本)で販責

店が配送 して空き瓶回収をおこなうとい うシステムになっているのに対 し､リターナブル瓶は

個人客に店頭で少量ずつ販売し､空き瓶の返却は客のモラルに期待するようなシステムになっ

ているためと考えられる｡ 1本 5円程度の返却金では大多数の消費者は､わざわざ店頭まで空

き瓶を返却 Lにはこないと考えられる｡デポジット金額をアップすれば回収率はあがると思わ

れるが､それでは販売価格が高くなり､缶ビールに客を奪われてしまうことになり､メーカー

にとって回収率の向上の妙案が無いというのが実状である｡

リターナブル容器の優れている所は､洗浄 して複数回使用可能なため資源の有効利用となり

環境-の負荷も小さいことにあるo ところが､-度しか使えない使い捨てのワンウェイ容器の

シェアが増大しており､リターナブル瓶のシェアは全体で三割以下に落ち込んでしまっている｡

ビールの場合､ワンウェイの缶のシェアが約五十%を超えリターナブル瓶の存在を脅かしてい

る｡ お酒 ･醤油等に用いられていた一升瓶は､ペットボ トル ･紙製容器に､ 牛乳瓶は紙パッ

ク容器に取って代わられ､最後の聖域であるビール瓶さえもワンウェイ容器に代替されるかも

しれない危機にある｡

このような時にリターナブル瓶の復権を目指 したアサヒビールのスタイニー瓶の出現は大き

な刺激となったが､その復権は難 しい模様である｡
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Ⅴ.環境調和型社会の創造

1.環境調和型社会のあり方

はじめに述べたように､近年問題 となっている温暖化をはじめとする地球環境悪化は自然を

犠牲にした人間の生産､消費､廃棄活動に対する自然界からの抵抗のサインであるとみること

ができる｡人類を含めた地球上の生命活動そのものが自然界との微妙なバランスの上に成 り立

っていることを考えれば､自然界からの本格的な抵抗を受ける前に､それと講和し調和を保て

る社会に改めることが人類存続のために急務である｡

環境調和型社会とは､一言で言えば ｢地球環境に負荷を与えない経済活動をおこなう社会｣

ということである｡経済活動の基本は物の生産 ･消費であるが､これにはエネルギーと資源の

利用が不可欠であるO人間の経済活動は自然界から得た資源を消費 してエネルギーを発生 (木

材､石炭､石油等の燃料としての使用)させ､このエネルギーを利用 して自然界から資源を採

取 し､有用なものに変換 ･加工して製品化し､さらにエネルギーを使ってこうした製品を利用

してお り､まさに自然界からの一方的な搾取であるといえる｡

こうした一連の経済活動により地球環境が受ける負荷として､以下のような点があげられる｡

1)資源採取に伴 う環境負荷

地下資源の掘削､森林資源の伐採による地形変化や動植物の生態系の変化

2)資源のエネルギー化に伴 う環境負荷

資源燃焼に伴 う有害ガス､C02の発生による大気汚染､気候変動

3)製品の製造 ･加工に伴 う環境負荷

有害物質の生成､廃棄物の発生 ･排出

4)製品の使用 ･廃棄に伴 う環境負荷

有害物質の生成､廃棄物の発生 ･排出

5)全ライフサイクル (1)～4))

エネルギーの消費､熟の排出

こうしてみると､人間の経済活動そのものが地球環境-の負荷 となっており､環境負荷を与

えない経済活動が成立しうるのかという議論もでてくる｡

現在の科学技術ではこうした環境負荷要因を完全に無くした形での経済活動の推進は不可能

といえるが､これらの低減を経済活動ならびに科学技術開発の最優先課題として進めていくこ

とで､自然界との対立を除々に緩和することが出来､やがては自然界との平和な共存社会が築

けると考える｡

そして人間社会をこうした環境調和型社会-導くための主要な推進力の一つが､今まで述べ

てきたリサイクリングを中心とした廃棄物処理システムであると考える｡すなわち､リサイク

リングは上述 1)～4)の環境負荷要因の全てを低減できる効果があり (但しリサイクリングのた

めのエネルギー消費といった増加要因が新たに発生するが)､エネルギー分野での環境負荷低減

(省エネ､エコエネルギ利用等)と並んで､地球環境負荷低減の効果は大きいといえる｡

こうした環境調和型社会において生産 ･消費 (使用)されるべき製品は､その構造 ･使用材

料 ･機能 ･効用すべてに渡って環境調和性を考慮して設計 ･製造された ｢環境調和型製品｣で

あることが求められる｡
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2.環境調和型製品

｢環境調和型製品｣とは､その製造から消費 ･廃棄にいたるライフサイクル全体に渡って地

球環境 との調和を考慮 した製品である｡上述 したリサイクリングによる環境負荷低減をめざし

た製品思想として､以下のような例をあげることができる｡

1)省資源化

部品数 ･重量の低減 (自動車､家電製品)

2)分解容易化

解体､再利用部品の回収が容易な構造 (自動車､家電製品､精密機器､電子機器)

3)再生利用の容易化

単一の再生可能材を使用 (容器包装類､プラスチック製品)

4)長寿命化

耐用年数の増加 (自動車､家電､建築物)

5)再生材の使用

再生材料使用 (容器包装類､衣料品)

6)リユース (Re-Use)化

部分的な補修 ･交換で機能追加 ･向上が可能な構造 (パソコン機器類)

こうした製品思想をどうい う形で製品に反映させるかは､今後の各メーカーの技術開発課題

であるが､その環境調和性を客観的に評価するためには第Ⅱ章.5節で述べた LCA評価が不可

欠であるといえる｡

こうした ｢環境調和性｣は今後の消費者の環境意識向上とともに､製品に求められる重要な

ファクターとなり､製品開発等の企業戦略においても重要なポイン トになると考えられる｡

3.環境経営

上述の ｢環境調和型製品｣の開発､販売を含めて企業経営そのものを ｢環境調和｣をめざし

たものとすることが ｢環境経営｣である｡これは企業自らが社会を構成する市民として環鼻調

和型社会の構築を推進する姿勢を示 したものであるといえる｡ こうした姿勢のあらわれ として

国際環境規格である ISO14001の認証取得に動く企業が昨年来増加 し､取得済みの事業所数は

現在 2500を越えており､数の上では ドイツを抜いて世界一になっている｡取得事業所の範囲

も当初は製造業の工場主体であったが､最近は運輸 ･通信業､金融業､自治体等のオフィスに

も広がり､海外事業所での取得に力を入れている企業や､企業グループでの統合承認を目指す

動きも出ている｡また環境報告書の作成や環境会計､グリーーン調達といった経営 ･事業運営シ

ステムを整備 ･推進する企業も増加 しているC

こうした動きは企業の環境情報を積極的に開示 し､従業員のみならず顧客 ･消費者や出資者

(株主､銀行等)に新たな経営資源 として､その実態を報告する活動であるといえる｡

環境情報の開示は､はじめはパンフレットなどの企業 PR 誌に載せるものが多いが､これが

発展 して環境報告書という体裁になる｡この環境報告書には､企業が排出する廃棄物など環境

負荷の現状とその削減プロセス､到達目標値､進捗状況などが示される｡通常は社長名で発行
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され､社長による宣言文と直筆のサインが入れられることが多く､企業の環境経営に関する憲

法 というべきものである｡

この環境経営を財務会計にとりいれたものが環境会計である｡環境会計は国民経済計算の中

に環境関連の要素を統合 しようとする ｢環境 ･経済統合会計｣と天然資源の増減量を把握 しよ

うとする ｢資源 ･環境会計｣といったマクロの環境会計と企業などの個別の活動に関するミク

ロの環境会計の二つがある｡企業活動に関するミクロの環境会計は更に ｢内部環境会計｣と ｢外

部環境会計｣に分けられる｡

｢内部環境会計｣は企業の経営管理の面から環境分野の投資とその効果をみるものであり､

環境保全や省エネルギー ･省資源-の投資が企業経営にどれだけの便益をもたらしたかの収支

を評価するものである｡環境保全に関する規制の強化により､企業が負担すべき環境対策関連

のコス トが増加 しており､このコス トならびに効果を正確に掌握 し経営判断の材料とする目的

がある｡環境負荷の少ない原材料や事務機器 ･用品を購入使用するグリーン調達はこうした環

境会計収支改善の一つの方法であるといえる｡

｢外部環境会計｣は環境対策をおこなっている企業活動を社会に認知してもらうという目的

がある｡環境が社会の共有財産であり､環境を利用するものは環境を改善する義務があり､そ

の活動を社会に報告する義務があるということである｡

こうした環境経営はヨーロッパではすでに広く採用されており､ ドイツでは環境簿記とい う

環境負荷物質の出入りの記録が 70年代から行われており､オランダやデンマークでは環境報告

書の作成を法で義務づけている｡

我が国においては環境庁が環境コス ト把握のためのガイ ドライン案を公表 (99年 3月)した

が､正式ガイ ドラインとしての公示は来春になる見込みである｡

自治体でも役所や公共事業における ISOの認証が進めるところも出てきており､政府でもグ

リーン税制の施行の検討が進んでおり､企業の環境経営を促進 ･サポー トする体制ができあが

りつつある｡

このように企業にとって環境経営の推進は21世紀にかけて企業が社会の一員として繁栄す

るために後戻りできない道であり､政府 ･自治体にとってもその推進をサポー トすることは国

民のみならず国際社会に対する責任であるといえる｡

4.消費者意識

環境経営を推進する企業にとって環境調和型製品の開発の重要なインセンティブとして,潤

費者の製品選択基準の変化を挙げることができる｡これまでの ｢安くて良いもの｣や ｢個性に

合ったもの｣という選択基準から,｢環境に優 しいもの｣という選択基準に変化してきている｡

ヨーロッパで特にこの傾向が強く,企業や政府機関においても環境調和型製品を優先的に購

入 ･調達するグリーン購入やグリーン調達が広がりつつある.日本国内では,滋賀県が環境調

和型製品の推薦 リス トを作成 し,その製品を率先して採用 しているのが有名である｡また,日

本では 1996年にグリーン購入の促進を目的としたグリーン購入ネットワークが設立され,環

境調和型製品の様々な情報交換が事業所や消費者団体などの問で行われているCこのような製

品を購入する側の変化が環鼻調和型製品の開発に拍車を掛けているといえるC
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以上のようなグリーン購入を行 う場合,どの製品が環境に優 しいかを適切に判断する必要が

ある.この判断基準を与えるものとして環境ラベルがある.日本の環境ラベルとして,(財)日本

環境協会が認定を実施 しているエコマークや,古紙再生促進センタが再生紙使用製品に対して

認定を実施 しているグリーンマークなどがある｡また,外国でも様々な環境ラベルが存在 して

いるが,その認定基準はまちまちである｡現在,国際標準化機構 (ISO)で環境ラベルの規

格化が進められており､このような環境ラベルの認定を考慮に入れた環境調和型製品の開発が

今後進むと考えられる｡

5.環境教育

前述の消費者行動の変化も含めて､社会全体の環境意識を向上させるためには幼少期から環

境保護の重要性を教え込む環境教育の体制を完備することが不可欠である｡

我が国では96年の文部省中央教育審議会の答申において環境教育推進が取り上げられたが､

そこでは学校における環境教育以外に地域社会においてさまざまな形式で環境学習の機会を設

けることが提言されてお り､環境について学ぶと共に環境からも学ぶという視点に立った教育

が求められている｡これに対応 して地域の博物館､科学館や自然の家等の社会教育施設におい

て体験型環境教育のプログラムが拡充されている｡

ドイツを含めてヨーロッパ諸国では古くから環境教育を非常に重視 しており､その基本的な

理念として将来世代が生き残るために､今何をなすべきか､何を伝えるべきかを長期的な見地

から教育している｡

世界でもっとも環境意識が高い国のひとつといわれるデンマークでは､1994年に新しい法律

が導入され､｢すべての教育に環境-の配慮をいれる｣という方針が決定され､歴史にも生物に

も化学にも物理にも､すべての教科に環境を入れることが指導されている｡

歴史的にみてデンマークでは 1960年代の終わり頃から､企業の廃棄物の不法投棄などによ

る地下水汚染の深刻化という経緯がある｡市民による自然回復運動と環境意識の高まりを政府

がサポー トする形で､全国に150の自然学校が作られ､そこで自然を守る活動が継続的に行

われるようになった｡またこれとは別に､広い意味で環境教育のための ｢環境学校｣というも

のが､行政の支援をうけて設立されている｡通常この環境学校には大学院を卒業 したレベルの

生物学者が数名勤務しており､子供たちばかりでなく先生もここで研修を受けている｡

日本では､環境教育といえば､ゴミの分別や リサイクルという考え方が一般的だが､デンマ

ークでは少し違っている｡例えば､小学 5年生むけのカリキュラムでは､川をめぐって利害の

異なる立場 (開発 したい人､したくない人など)に分かれ､互いにインタビューによる事前調

査をした上で､議論を繰 り広げる｡これによって､デンマークの子供たちは､自分の意見を主

張し､相手の意見をよく聞くという力を身につけていくことになり､子供たちを個の確立した

市民に育てる教育といえる｡

デンマークのこうした教育を通 しての長期的な見地からの環境対策は､日本の今後の環境教

育制度に関連して､学ぶべきところが多いと思われる｡
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Ⅵ.まとめ

1.要旨

今回の研究においては廃棄物問題を地球環境問題の一つとしてとらえ､その解決の先に環境

調和型社会が構築されるとの認識のもとに､リサイクリングの現状ならびにその推進施策につ

いて調査 ･検討を進めてきた｡本レポー トの要旨をまとめると以下のようになる｡

① 循環型経済が環境調和型社会の経済体制の基本であり､廃棄物を再利用されるべき資源とし

て位置づけることが必要である｡

② 廃棄物の再利用形態としては適用すべき優先順に以下の3つに分類されるc

a)同じ物質として再利用 (マテリアル リサイクル)

b)別種の物質に変換 して再利用､または化学的特性を再利用 け ミカル リサイクル)

C)燃やして熱エネルギーを利用 (サーマルリサイクル)

③ プラスチックは家電､自動車といった耐久消費財から容器包装にいたる日用品にまで幅広く

使われており､そのリサイクリング拡充が今後の最大の課題である｡

④ 現状では再利用 (マテリアル リサイクル)可能なプラスチックはPP膵 リプロピレン)､PET

等の限られた種類のみが可能である｡自動車部品等では機能面で代替できないものも多く､

有害なPVC(ポリ塩化ビニル)等が依然として使われており､新素材の開発が期待される｡

⑤ プラスチックのケミカル リサイクル (油化､モノマー化)についてはプロセス開発が進んで

いるが､コス ト面での問題が予想される｡また鉄鉱石 (高炉)の還元剤としての利用がある

が､これはCO2発生の減少を通じて地球環境面での効果が期待される｡

⑥ 容器包装リサイクル法の分別収集は好調なすべりだしであるが､今後の PET容器再利用先

の拡大が課題である｡また衛生面 ･安全面の問題からボ トル-の再生利用は現在行われてい

ないが､利用先拡大の面から検討すべき課題である｡

⑦ 工業製品の理想的なリサイクリングは､部品の再使用 (リユース)によるインバースマニフ

アクチャリング (inverse-Manufacturing)であり､現在レンズ付きフイルムや トナーカ

ー トリッジで実践されつつある｡今後自動車や家電といった耐久消費財のリサイクリングに

もこの手法を導入すべきである｡

⑧ 複写機カー トリッジや リターナブル瓶のケースに見られるように､使用後にごみとして簡単

に廃棄できるようなものは､メーカー主導でしっかりとした回収体制を構築しないと､その

回収率はよくならないのが実状である｡(消費者意識の欠如が現状ではうかがえるう

⑨ 環境調和型社会実現のためには企業には製品の開発 ･販売や会言上 調達といったすべての企

業活動において ｢環境調和性｣をとりいれた ｢環境経営｣が､消費者には製品 ･サービスの

選択基準として ｢環境調和性｣を重視した消費活動が求められる｡また社会全体の環境意識

向上を目指した環境教育の体制整備が国 ･自治体に求められる｡
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2.今後の調査研究

今回のレポー トは環境調和型社会のベースとなるべき循環型経済構築のための廃棄物リサイ

クリングに関する現状のシステムについて調査した結果の報告というべき位置づけである｡

今後､この調査結果を活かして新たな社会制度の確立や技術開発の推進に関する研究が進め

られ､具体的な政策 ･制度の立案に発展させることが期待される｡新社会のあるべき姿やそこ

に至る方向性についてはまだ不明確な面が多く試行錯誤の歩みが予想されるが､当面の課題と

して以下のような事項があげられる｡

1)循環型経済社会を可能とする社会制度 ･システムの整備 ･確立

循環型経済社会を構築するための制度 ･システムを整備 ･確立するための今後の政策課

題と方向性を明らかにする｡そのためにはリサイクリング等で先進的な取 り組みを行って

いる欧米諸国における制度 ･システムや静脈産業についての事例を調査して､我が国の実

態に即して反映させる事を検討する｡

2)循環型経済社会のための基礎データ整備及び定量的な検討

廃棄物の発生､流通､処理の実態等に関する基礎データを収集し､オープンなデータベ

ースとして構築する｡これに基づき各種計量 ･統計手法を活用 して､循環型経済社会の姿

と今後の静脈産業の展望について定量的な検討をおこなう｡

3)円滑な物質循環と静脈産業発展を目指した今後の制度及び政策の方向性確立

静脈産業発展のための制度 ･法体系や産業立地 ･物流政策等の経済政策課題を明らかに

し､静脈産業育成のための政策方向および循環型経済社会における産業構造を検討する｡

4)循環型社会を支える技術面での環境整備を行 う

円滑な物質循環及び静脈産業を支えるべき技術に関して､その効率的な開発 ･実用化の

体制を整備するために､技術データの収集整備や開発課題に関する調査を行 う｡

以上を踏まえて動脈産業のみならず静脈産業を含めた全体の経済活動 ･物質循環が効率的に

行われる循環型経済社会を構築するための総合的な政策課題を明らかにして推進することが重

要であると考える｡

20世紀における工業化社会の繁栄は地球環境の犠牲の上に成 り立ってきたが､21世紀の人

類社会は地球環境との調和･共存を図らずしてその持続的な繁栄は保つことはできないといえるO

こうした新しい社会体制の構築のためには科学技術､社会制度等の面で解決すべき課題は多い

が国際社会協調のもとに取り組めば､必ずや道は開けてくると信じる｡

-52-


